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第１章 総論 

１－１ 適用範囲 

本資料は、沖縄ブロックの電線共同溝の計画、調査、設計および施工に

適用し、「浅層埋設方式」と「管路方式」の両方に適宜使用する。 

なお、本資料に明示されていない事項や、特殊な構造あるいは工法を用

いる場合については、関係各種示方書等に準拠する。 

 

［解説］ 

（１）本資料を使用するに当たっては、以下の点に留意し、関連する事業者と

の調整を図りつつ、電線共同港を可能な限りコンパクトかつ低コストなも

のとなるよう努めるものとする。 

① 環境条件、地域の特性、将来需要を考慮した構造とする。 

② 新工法、新技術、新素材を性能・安全性を事前に検討したうえ、

積極的に導入する。 

（２）電線共同溝で対象とする電線ケーブルは沿道供給のための7.000Ｖ以下の

配電線を対象とし、送電線などは対象としていない。ただし、特別高圧ケ

ーブルを取扱う場合は、関係機関との協議の上個別に調整するものとする。 

（３）関係各種示方書とは、下記のものをいう。 

1  道路構造令の解説と運用（日本道路協会） 

2  道路橋示方書Ⅰ共通編（日本道路協会） 

3  道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編（日本道路協会） 

4  道路橋示方書Ⅳ下部構造編（日本道路協会） 

5  道路橋示方書Ⅴ耐震設計編（日本道路協会） 

6  道路土工 擁壁工指針、カルバート工指針、仮説構造物工指針（日本道路

協会） 

7  建設工事公衆災害防止対策要綱 

8  コンクリート標準示方書 ［構造性能照査編］（土木学会） 

9  道路維持修繕要綱（日本道路協会） 

10 アスファルト舗装要綱（日本道路協会） 

11 共同工設計指針（日本道路協会） 

12 トンネル標準示方書（開削編）（土木学会） 

13 日本工業規格（ＪＩＳ） 

14 電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

15 日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ） 

16 電気用品安全法 

17 電気設備に関する技術基準を定める省令 

18 配電規程（日本道路協会） 

19 電力保安通信規程（日本電気協会） 

20 事業用電気通信設備規則 

21 有線電気通信設備令 

22 労働安全衛生規則 
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23 公害防止に関する法律及びに条例 

24 その他関連法令および規則等 
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１－２ 用語の定義 

（１）一般用語 

【 配 線 計画図】電線管理者（電力・通信事業者）が、対象地区の電力、

通信需要を想定しケーブルの種類、径、条数および特殊

部の種類、位置等を記述した図をいう。 

【割 管 方 式】特殊部を使用せず、電力高圧ケーブルを管から直接分岐

する方式をいう。 

【 ﾌﾘｰｱｸｾｽ方式】電線管理者毎に１管に通信・放送系の幹線および引込み

ケーブルを多条敷設し、需要家に対し自由な箇所で管か

ら直接分岐を行う方式を言う。 

 

［解説］ 

用語の定義の内、「浅層埋設方式」「管路式」に関するもの。電力設備・

通信設備に関するもの以外の、一般的な用語のみをまとめることとした。 

 

（２）浅層埋設方式に関する用語 

【浅層埋設方式電線共同溝】小型トラフや共用ＦＡ方式等を採用したコンパクト型の

電線共同溝。 

 

以下に「トラフ側設備」に関する「用語」を列挙する。 

【小型トラフ】舗装直下に設置する小型の蓋付きＵ形溝で、主に沿道への供給 

用の電力低圧ケーブル、情報通信・放送系ケーブル等を収容する。 

【高低圧分岐桝】高圧分岐接続体および低圧分岐接続体、タップオフ等を

収容し、柱体への分岐や需要家への引込みを行う部分を

いう。 

【 地 上 機器部】変圧器や開閉器等の地上機器を設置する部分をいう。 

【柱       体】柱上変圧器等の電力設備、照明器具等を添加する柱をい

う。 

 

［解説］ 

浅層埋設方式の「トラフ側設備」に関しての「用語」をとりまとめ、

解説した。次項以降に「共用ＦＡ側」の用語を列挙するものとする。 
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【共用ＦＡ方式】共用ＦＡ管とさや管を収容したボディ管から構成される方

式をいう。 

【 共 用 ＦＡ管】特共用ＦＡ方式に使用する管で、１管に情報通信・放送

系の引込みケーブル等を多条敷設し、需要家に対し任意

な箇所で管から直接分岐を行う。 

【 ボ デ ィ 管 】道路管理者および情報通信・放送系幹線ケーブル等を収

容する外管をいう。 

【 通 信 接続桝】情報通信・放送系ケーブルを接続・分岐する機器を収容

する部分をいう。 

【さ   や   管】小型トラフ内およびボディ管内に収容する電力および情

報通信・放送系ケーブル等の分離、保護、張替を目的と

した内管をいう。 

 

［解説］ 

上記の用語は「浅層埋設方式電線共同溝」の「共用ＦＡ側設備」に関

する「用語」を解説したものである。 

 

（３）管路方式に関する用語 

【管路方式電線共同溝】小型トラフを使用せず管路部を主体とした電線共同溝。 

【 管 路 部 】電線を管路材に収容する部分をいう。 

【 特 殊 部 】分岐部、接続部ならびに地上機器舞踏を総称していう。 

【 分 岐 部 】電線の需要家への配線等のために設ける分岐のための部

分をいい、電力ケーブルと通信ケーブルを一体に収容す

るものをⅠ型、各々に設けるものをⅡ型という。 

【 接 続 部 】電線を接続するために設ける部分をいい、電力ケーブル

と通信ケーブルを一体収容するものをⅠ型、各々に設け

るものをⅡ型という。 

【 地 上 機器部】変圧器や開閉器等の地上機器を設置する部分をいう。 

 

［解説］ 

上記は、「管路方式電線共同溝」に関する「用語」を定義したものである。 
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  （４）電力設備に関する用語 

   【地上設置形変圧器】高圧(6600V)から低圧(100Vまたは200V)に変圧を行うため地上

に設置される電力機器を言う。 

   【 柱 上 変圧器】柱体へ設置される変圧器をいう。 

   【地上設置形多回路ガス開閉器】高圧配電線系等の分岐や高圧需要家への引込のための分岐を

行うため地上に設置される電力機器をいう。 

   【低圧分岐装置】低圧需要家への引込みのための分岐を行う機器をいう。 

   【 高 圧 分岐体】電力高圧ケーブルを分岐する接続体をいう。 

   【 高 圧 接続体】電力高圧ケーブルどおしを直線的に接続を行う接続体をいう。 

   【 低 圧 分岐体】電力低圧ケーブルを分岐する接続体をいう。 

   【 架 空 引込線】柱体等から需要家へ架空により供給するための電線をいう。 

 

［解説］ 

上記は、電線共同溝の用語の内、「浅層埋設方式」「管路形式」の区別

なく、「電力設備」に関する「用語」を定義したものである。 

（５）通信設備に関する用語 

   【 地 上 機 器 】無停電電源供給器、増幅器、ノード、ＲＳＢＭ等 

   【 Ｒ Ｓ Ｂ Ｍ 】光ケーブルからメタルケーブルに変換する機器をいう。 

（RSBM:Remote SuBscriber Moudule 遠隔加入者収容モジュール） 

   【 ノ ー ド 】ケーブルテレビにおいて光信号（光ケーブル）と電気信号（同

軸ケーブル）を相互に変換する機器をいう。 

   【 ク ロ ージャ】情報通信ケーブルの接続や分岐するための接続体をいう。 

【 ガ ス ダ ム 】ガス（圧縮空気）充填ケーブルに付属するもので、ガス（圧縮

空気）を接続部などで遮断するために設ける隔壁（ダム）をい

う。 

   【 タ ッ プオフ】ケーブルテレビ、音楽放送（以下有線放送）の接続や分岐する

ための接続体をいう。 

 

［解説］ 

上記は、電線共同溝の用語の内、「浅層埋設方式」「管路形式」の区別

なく、「通信設備」に関する「用語」を定義したものである 
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１－３ 電線共同溝の構造 

電線共同溝は、電線の設置および管理を行う２以上の者の電線を収容す

るため、道路管理者が道路の地下に設ける施設をいい、その構造・形状は、

需要形態や歩道幅員等の現地の状況に応じて適した構造とし、浅層埋設方

式電線共同溝(以下浅層埋設方式)または管路方式電線共同溝(以下管路方

式)を選択する。 

  

［解説］ 

（１）これまでの電線類の地中化は、比較的歩道幅員の広い道路（幹線道路）を中心

に整備されてきたが、今後は比較的歩道幅員の狭い道路（主要な非幹線道路）

での整備の必要性もあることから、このような現地の状況に適合するよう浅層

埋設方式または管路方式を選択する。 

（２）浅層埋設方式の構造は、小型トラフの採用による浅層化や共用ＦＡ方式および

ボディ管による集約化、またケーブルの接続作業の路上での工事等の工夫によ

り特殊部のコンパクト化を図ったもので、商店街や住宅地等のケーブル条数が

少ない地域での整備に適しているが、現地の状況により適切な構造を設定する

必要がある。 

（３）管路方式の構造は「電線共同溝 マニュアル(案)沖縄総合事務局 平成１２年

３月版」に示された構造であるが、今後は共用ＦＡ方式等を採用し、管路の集

約化・コンパクト化を図ることが望ましい。 

管路方式は、ケーブル条数が多い地域での整備に適した構造であるが、現地

の状況により適切な構造を設定する必要がある。 
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浅層埋設方式電線共同溝の概要 

歩行空間が確保できない場合（歩道幅員２．５ｍ未満） 

柱上変圧器設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱　体

電力低圧引込管

通信引込管

小型トラフ

電力管路

共用ＦＡ管

ボディ管

通信接続桝

通信引込管

通信接続桝

横断桝

小型トラフ

電力管路
共用ＦＡ管

ボディ管

柱　体

通信引込管

(地上で作業)

(地上で作業)

高低圧分岐桝

高低圧分岐桝

通信引込管

通信引込管

電力低圧引込管
電力高圧引込管

Ⅱ型特殊部

柱上変圧器

多回路開閉器

柱上変圧器

多回路開閉器
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歩行空間が確保できる場合（歩道幅員２．５ｍ以上） 

地上変圧器設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小型トラフ

電力管路 共用Ｆ Ａ管

ボディ管

通信引込管

多回路開閉器

地上変圧器

電力低圧引込管

通信引込管

小型トラフ

電力管路

共用Ｆ Ａ管

ボディ管

通信接続桝

通信引込管

通信接続桝

横断桝

(地上で作業)

(地上で作業)

高低圧分岐桝

高低圧分岐桝
通信引込管

通信引込管

電力低圧引込管
電力高圧引込管

Ⅱ型特殊部

多回路開閉器

地上変圧器
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管路方式電線共同溝の概要 

歩行空間が確保できない場合（歩道幅員２．５ｍ未満） 

柱上変圧器設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力管路

共用Ｆ Ａ管

ボディ管

柱　体

通信引込管

柱　体

電力低圧引込管

通信引込管

電力管路

共用Ｆ Ａ管

ボディ管

通信接続桝

通信引込管

通信接続桝
(地上で作業)

(地上で作業)

高低圧分岐桝

高低圧分岐桝

通信引込管

通信引込管

電力低圧引込管
電力高圧引込管

Ⅱ型特殊部

柱上変圧器

多回路開閉器

柱上変圧器

多回路開閉器
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歩行空間が確保できる場合（歩道幅員２．５ｍ以上） 

地上変圧器設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電力管路

共用ＦＡ管

ボディ管

通信引込管

電力低圧引込管

通信引込管

共用ＦＡ管

ボディ管

通信接続桝

通信引込管

通信接続桝
(地上で作業)

(地上で作業)

高低圧分岐桝

高低圧分岐桝
通信引込管

通信引込管

電力低圧引込管
電力高圧引込管

Ⅱ型特殊部

電力管路

地上変圧器

地上変圧器

多回路開閉器

多回路開閉器
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第２章 電線共同溝の計画 

２－１ 計画の基本事項 

（１）電線共同溝の設計にあたっては、地域性、関連する他事業との調整を

図り、次の事項について十分な調査、計画を行った上で実施するものとする。 

①設置箇所の地域特性        ⑥保守、点検 

②関連する他事業等との調整     ⑦施工性 

③将来への拡張           ⑧安全性 

④設置スペース(地下埋設物との調整) ⑨地中電線と他の工作物との離隔距離 

⑤収容条数と種類          ⑩関係法令の遵守 

［解説］ 

1） 設置箇所の地域特性 

都市の用途（官庁街，商業中心地区，歴史的風致地区，居住地域等）にあ

わせた将来の需要変動，情報ネットワークの形成，計画対象地域の道路の効

用，社会環境等を考慮して計画すること。 

2） 関連する他事業等の調整 

電線管理者の事業計画，道路に関する他の事業計画（共同溝事業，街路事

業，改築事業，その他公益事業），歩道の改良，植樹帯の設置等の計画との

調整を図り、できるだけ同時施工となるよう調整し計画すること。 

3） 将来への拡張 

電線共同溝の連続性（将来ネットワークの形成）を考慮して道路横断方法，

河川渡河方法，トンネル通過方法，他の情報機関との整合等は将来需要を充

分検討して計画すること。 

4） 設置スペース（地下埋設物件） 

設置にあたっては、歩道幅員，機器の設置位置，需要者への引き込み方法，

地下埋設物件との調整（玉突き移設の回避）を図り、電線共同溝の標準断面，

分岐・接続部の構造の検討を行い、電線共同溝の設置可能な計画を行うこと。 
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5） 収容条数と種類 

収容条数を定めるにあたっては、架空線の現状（条数と種類），地域の送電系統，通

信系統を把握して、将来の需要変動への対応，情報のネットワーク化等を考慮して各企

業との調整を行い、収容条数と種類（表2.1.1）を定めること。 

 

表2.1.1 電線類の種類 

区  分 種       類 備   考 

高 圧 （600Ｖを超え7000Ｖ以下）  

低 圧 （600Ｖ以下）  電 力 

保安通信線   

伝 送 路 （都市間を結ぶ中継線） 
現状は単独地中電

送が多い 電 話 

加 入 線 路 （電話局から加入者）  

道 路 照 明  
道 路 管 理 者 

道 路 情 報 情報ＢＯＸ 

交 通 管 理 者 信 号  

地 元 商 店 街 照明，放送等  

有 線 放 送 系 ＣＡＴＶ，音楽有線放送  

 

6） 保守点検 

保守点検は各電線管理者が単独で行え、点検時の蓋の開閉が人力で容易に行え、

第三者には開閉できないよう鍵をつけた構造とする。 

7） 施工性 

施工は一般的に店舗，民家が立ち並ぶ歩道内で、限られたスペースでの施工と

なる。従って、断面の縮小，作業性，工期の短縮等の面および経済性を検討の上、

二次製品の使用の検討が必要である。 

8） 安全性 

電線共同溝の計画にあたっては、特に安全性を重視した構造でなければならな

い。作業時の他企業施設への損傷，保守点検時の事故防止，短絡事故によるケー

ブルの破損，通行者に対する安全対策（火災の放出），第三者による事故（蓋開

閉によるケーブルの切断）防止等に十分な対応を考えた構造とする。 
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9） 地中電線と他の工作物との離隔距離 

地中電線と他工作物との離隔距離は、次による。 

 

 

図2.1.1 地中電線路との離隔 

 

①直流式電気鉄道との離隔距離 

直流式電気鉄道の帰線の不絶縁部分と金属製地中管路が接近または交差する場合

は、相互の離隔距離を1ｍ以上とする。 

ただし、工事上やむを得ない場合で、帰線の不絶縁部分と金属製地中管路の間に不

導体の隔離物を設け、電流が地中1ｍ以上通過しなければ、両者間を流通しない場合

は、この限りでない。（電技255） 

②地中弱電流電線等との離隔距離 

地中弱電流電線路への誘導障害を防止する場合、ならびに地中電線と地中弱電流電

線が接近または交差する場合は、次により施設する。 

ア 地中電線路は、既設地中弱電流電線路に対して漏えい電流または誘導作用に

より、通信上の障害を及ぼさないように既設地中弱電流電線路から十分離すか、

またはその他の適当な方法で施設する。（電技138） 

イ 地中電線路と地中弱電流電線等の離隔距離が、低圧または高圧の地中電線に

あっては30cm以下，特別高圧地中電線にあっては60cm以下の場合は、地中電線

と地中弱電流電線等の間に堅牢な耐火性の隔壁を設ける場合を除き、地中電線

を堅牢な不燃性または自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電

線等と直接接触しないように施設する。ただし、地中弱電流電線等が電力保安

通信線で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。（電技139） 

・地中弱電流電線等が不燃性または自消性のある難燃性の材料で被覆し

た光ファイバーケーブルの場合 

・地中電線が低圧の場合 

・高圧または特別高圧の地中電線を電力保安通信線に直接接触しないよ

うに施設する場合 

 
低圧 

 

高圧 

ガス 

特高 

水 

0.3ｍ 

0.3ｍ 

0.6ｍ 
0.3ｍ 

0.3ｍ 1.0ｍ 

0.3ｍ 

0.15ｍ 弱電 
(通信) 

（注）1.マンホールの内部は点

検が可能であることか

ら、左記の規格値以下で

施工できる。 

2.地中埋設物相互の間に

堅牢な耐火性の隔壁を

設ける場合は、左記の規

定値以下で施工できる。

なお、耐火質の隔壁と

は、コンクリート（コン

クリート製の管を含

む），鉄（鉄管を含む）

等をいう。 
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ウ 特別高圧地中電線と可燃性もしくは有毒性の流体を内包する管の離隔距離が

1ｍ以下の場合は、地中電線と管の間に堅牢な耐火性の隔壁を設ける場合を除き、

地中電線を堅牢な不燃性または自消性のある難燃性の管に収め、当該管が可燃

性または有毒性の流体を内包する管と直接接触しないように施設する。（電技

139） 

エ 特別高圧地中電線と前項に規定する管以外の管とにおいて、相互の離隔距離

が30cm以下の時は、地中電線と管との間に堅牢な耐火性の隔壁を設ける場合を

除き、地中電線を堅牢な不燃性または自消性のある難燃性の管に収めて施設し

なければならない。ただし、前項に規定する管以外の管が不燃性のものである

場合または不燃性の材料で被覆されている場合は、この限りでない。（電技139） 

③地中電線相互の距離 

低圧地中電線が高圧地中電線と、または低圧もしくは高圧の地中電線が特別高圧地

中電線と接近し、または交差する場合において、地中箱内以外の箇所での相互間の距

離が30cm（低圧地中電線と高圧地中電線にあっては15cm）以下の時は、次の各号のい

ずれかに該当する場合に限り施設することができる。（電技140） 

・それぞれの地中電線に自消性のある難燃性の被覆を有するものを使用する場

合 

・それぞれの地中電線を堅牢な自消性のある難燃性の管に収めて施設する場合 

・いずれかの地中電線に不燃性の被覆を有するものを使用する場合 

・いずれかの地中電線を堅牢な不燃性の管に収めて施設する場合 

・地中電線相互の間に堅牢な耐火性の隔壁を設ける場合 

10）関係法令の遵守 

電線共同溝の構造，設置位置，埋設深さ等の計画にあたっては、次の関係法令

を遵守して計画するとともに、各電線管理者制定の内規・指針等と十分調整を図

るものとする。 

・電気設備技術基準（通産省） 

地中電線路の施設                    第134条 

地中弱電流電線への誘導障害の防止            第138条 

地中電線と地中弱電流電線等または管との接近または交差  第139条 

地中電線相互の接近または交差              第140条 

・有線電気通信設備令（郵政省） 

地中電線                        第 14 条 

地中電線の設備                     第 16 条 
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２－２ 設計計画 

２－２－１ 設計の進め方 

（１） 電線共同溝の計画にあたっては、道路管理者、各電線管理者、警察お

よびその他の道路占用者との入念な打合せを行い、電線共同溝が機能

的に運用されるようにしなくてはならない。 

（２） 電線共同溝整備区間に対して、各電線管理者は需要に応じた配線計画

を行い、道路管理者に対し配線計画図を提出する。 

（３） 電線共同溝の設計にあたっては、電力系、通信系、それぞれの電線管

理者による配線計画を受け、道路管理者と各電線管理者間で管路部の

敷設位置、特殊部等の配置、構造について協議を行い、決定する。 

  

［解説］ 

1） 電線共同溝の設計では、道路管理者，各電線管理者、警察のみならず、それ

以外の道路占用企業者（ガス，水道，下水道等埋設物管理者）との協議により、

設計を進めていかねばならない。 

なお、設計業務は一般に図2.2.1の手順による。 

2） 配線計画図には、収容するケーブルの種類・外径・条数，分岐部位置，接続

部位置，地上機器部の種類・設置位置を記載する。 
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図2.2.1 設計業務手順 
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２－２－２ 関連企業との調整会議 

道路管理者は、電線管理者を含めた道路占用事業者を召集し、対象地区の電

線共同溝事業の理解を求め、速やかな事業の進捗を図る必要がある。 

  

［解説］ 

調整会議は必要に応じて開催することが望ましいが、一般的に以下の内容の進

捗状況に応じて開催する。 

（１）第１回調整会議 

・電線共同溝の趣旨、事業工程について説明を行い、理解を求める。 

・電線管理者には設計区間について、配線計画図（ケーブル種類・径・条数、

引込み箇所、クロージャの種類・個数、割管位置、共用ＦＡ区間の可否、

特殊部・各種桝の概略位置等）の作成を依頼する。 

・道路占用事業者には設計区間の埋設図の提出を依頼する。 

（２）第２回調整会議 

平面断面、横断計画設計図(素案)をもとに工程調整、要望事項、確認事

項について協議。 

（３）第３回調整会議 

道路管理者は、平面断面、横断計画設計図等の最終確認を行う。 
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２－２－３ 地元連絡会等の開催 

道路管理者は、電線共同溝の設計に際して、地元連絡会等を開催して電線共同

溝事業の内容等について理解を得ると共に、機器設置場所等の諸条件を整理し設

計に反映するものとする。 

［解説］ 

無電柱化推進計画は、道路管理者、電線管理者に加え地元関係者（地方公共団体、

地域住民）が三位一体となった密接な協力のもとに推進するものであることから、道

路管理者は電線管理者と協力し必要な時期に地元連絡会または地元説明会等を開催

し、計画段階から地元との協議内容を設計に反映するものとする。 

 

２－２－４ 配線計画図の提出 

道路管理者は、電線共同溝に収容するケーブル種類・径・条数、引込み箇所、ク

ロージャの種類・個数、割管位置、共用ＦＡ区間の可否、特殊部・各種桝の概概略

位置、地上機器または柱体位置等を記載した配線計画図の提出を電線管理者に求め

る。 

［解説］ 

配線計画図は、電線共同溝の構造を決定するうえで重要な要素となるので、速やか

に電線管理者に提出するよう依頼する。 

 

２－２－５ 補正測量・現地調査 

設計および施工に必要な現地の状況を把握することを目的とした、補正測量ある

いは現地調査を行う。 

［解説］ 

（１）道路管理図、または平面図を基に歩道幅員、官民境界、既設占用物件等の位置確

認を補正測量あるいは現地調査により行うとともに、乗入れ位置（駐車場、ガソ

リンスタンド等）、切下げ位置の変更等の歩道状況および建物の建替え、植樹帯

の設置等の沿道状況を把握する。 

（２）マンホール、仕切弁等埋設物の位置、大きさの確認を行う。 

（３）現地において、電柱の有無、標識等の路上施設を確認し、電線共同溝の線形等を

決定するうえでの資料とする。 

（４）歩道切下げ部を平面図に表示し、自動車の乗入れ状況を把握する。 
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２－２－６ 埋設合せ図作成 

道路管理者は、道路占用事業者から提出された資料、または埋設管理台帳を基

に埋設合せ図を作成する。 

［解説］ 

（１）各道路占用企業者に基本平面図を配布し、埋設状況を記入してもらい資料提出

完了後、設計者は平面図、横断図にまとめる。場合によっては、各道路占用事

業者の埋設管理台帳をもとに埋設合せ図を作成することも必要であるが、台帳

が更新されていないこともあり、注意を要する。 

（２）作成した埋設合せ図を再度占用企業者に配布し、図面の確認を行なう。 

（３）埋設状況が不明な場合は必要に応じ試掘を行い確認するものとするが、この場

合、道路管理者と協議の上実施するものとする。 

２－２－７ 設計条件整理 

道路管理者は、電線管理者が作成した配線計画図を基に、ケーブル条数、径な

どを区間別に整理する。また将来の道路計画について把握しておき、問題点を整

理する。 

［解説］ 

（１）配線計画図には、電線管理者が将来５０年の電力、通信需要を想定し、現況の

配線計画と共に要望するケーブルの種類、条数、クロージャ（ガスダムを含む）

の種類および個数、特殊部・各種桝等の種類・概略位置、地上機器および柱体

設置位置等が記入してある。設計は、この配線計画図によって標準断面を想定

し区間ごとの管の割付や各種桝を集約したうえで配置を行うこととなる。 

（２）将来の道路計画について以下の事項を把握しておく必要がある。 

①景観整備植樹の形態、街路灯の計画、舗装の形式 

②道路の将来計画があるのか。（拡幅、車両の出入り口、バリアフリー、

盤下げ、道路排水の変更、右折レーンの設置等） 

③関連事業があるのか。 
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２－２－８ 地中化方式の選定 

電線共同溝による地中化方式選定にあたっては、道路管理者、電線管理者等と

の協議により、地中化路線の状況、電力ケーブルおよび情報通信・放送系ケーブ

ルの配線計画図による設備構成等十分検討の上、地中化方式の選定を行う。 

［解説］ 

（１） 電線共同溝による地中化方式には、以下の方式が考えられる。 

電線共同溝による地中化方式   ①１管１条方式（従来方式）  全地中化方式 

                            ソフト地中化方 

②浅層埋設型 

地中化方式  ソフト地中化方式（電力系） 

③混在方式（①と②の混在） 

（注）通信系は、浅層埋設型地中化方式（共用ＦＡ方式）を標準として適用することが望ましい。 

 

（２）電線共同溝の方式は入溝する各種ケーブルの径および条数により１管１条方式ま

たは浅層埋設型地中化方式を選定することとなり、各電線管理者の配線計画図に

より選定する。 

（３）浅層埋設型地中化方式は、収容するケーブル条数の少ない路線、地域に適した方

式であり、その選定にあたっては、歩道幅員の状況および電力ケーブル、情報通

信・放送系ケーブルのケーブル配線形態、将来需要に対応可能な管収容限界、お

よび経済性を考慮し、適用の可否を十分に検討し選定する。 

（４）混在方式とは、電力および情報通信・放送系設備の需要、道路幅員状況により、

１管１条方式と浅層埋設型地中化方式が混在する方式で、多少の幹線系管路設備

を追加することによりコスト縮減効果が期待される場合等に柔軟に適用する。 

（５）混在方式の選定は、収容する電力ケーブルおよび情報通信・放送系ケーブルの径

と管路条数（収容ケーブル数）等により、路線ごとにその形態が異なることから

経済性を考慮して適用の可否を設定する。 
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（６）方式の選定にあたっては、図２．２．８のフローチャートを基本とする。ただし、

方式の決定にあたっては電線管理者等への確認を得るものとし、経済性にも優れ

た方式を選定するものとする。 

 

 

 

図2.2.8 地中化方式の選定フロー 

 

注１）収容条件とは、現況配線計画と将来需要を想定したケーブルの種類、条数等の地中化方式を

選定する上で必要最小限の項目とする。なお、配線計画図の提出が可能であれば、配線計画

図を用いるものとする。 

注２）「収容ケーブルが少ない」とは、将来需要も考慮した収容条件から浅層埋設方式・共用ＦＡ

方式の基本収容形態で対応可能な場合をいう。 

注３）「浅層埋設型地中化方式を基本とした断面検討」とは、浅層埋設型地中化方式用施設の内空

拡張や特殊部Ⅰ型、Ⅱ型の採用も含めて検討を行う場合をいう。 

注４）「混在方式」は、管路条数（収容ケーブル数）等により路線ごとにその形態が異なることか

ら経済性を考慮してその形式を決定するものとする。 

 整備対象箇所の現況確認 
歩道幅員、沿道状況、将来計画等 

事業者打合せ 

収容条件の整理 

電線管理者 
・電力 
・ＮＴＴ 
・ＣＡＴＶ 
・ＵＳＥＮ 
・その他 注１）

収容条件の提示 

収容ケーブルが少ない 

浅層埋設型地中化方式を 
基本とした収容断面の検討 

混在方式の対応が可能 

注２）

注３）

注４）

混在方式 浅層埋設型地中化方式 １管１条方式 

YES

NO

NO

YES
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２－２－９ 分岐方式の選定 

道路管理者は、配線計画図および設計条件の整理・電線管理者との調整を行い、

区間別に電力系および通信系の分岐方式を選定する。 

［解説］ 

（１）分岐方式は、各地中化方式に適した分岐方式とする。 

（２）分岐方式の選定には、設計条件の整理・地域および管路条数等の調整により、

設置位置の中で最も適正な分岐方式を検討し決定する。 

 

２－２－10 標準断面および特殊部等の断面設定 

道路管理者は、電線管理者から提出された配線計画をもとに、ケーブルの収容

条件を勘案し、標準断面および特殊部等の断面を設定する。 

 

［解説］ 

（１）各種管材について比較検討を行うとともに、配線計画図に示されたケーブル条

件より、小型トラフおよび管路部の断面（管路数、管の配置等）を設定する。 

（２）各種桝の断面には、分岐桝、接続桝、地上機器設置桝、通信接続桝等があり、

それぞれについて電線管理者と調整を行いながら配線計画を満足する、内空断

面を設定する。 

（３）特殊部断面には、分岐部、接続部、地上機器設置部等があり、それぞれについ

て電線管理者と調整を行いながら配線計画を満足する内空断面を設定する。 

 

２－２－11 平面断面・横断計画 

道路管理者は、歩道状況と、電線管理者の要望する特殊部等の位置を照らし

合わせ、平面断面・横断の計画を行う。 

 

［解説］ 

（１）配線計画図、地下埋設物件、歩道状況を考慮し、平面、縦断線形、横断の計画

を行う。特殊部ついては、電線管理者の確認をとる。 

（２）支障となる埋設占用物件を抽出し、移設後の占用位置等を提案する。 

 

２－２－12 特殊部等の現地確認 

道路管理者は、平面断面・横断計画完了後、現地立ち会いを行い、特殊部、

等の設置位置を確認する必要がある。 

［解説］ 

現地調査で、埋設物や歩道切り下げ、歩道勾配の変化等、各種桝・柱体等設置

の妨げとなる要因が平面計画後に明らかになる場合がある。 

このような事態を避けるために、平面・縦断計完了後、道路管理者、コンサル

タント、電線管理者、道路占用事業者の立ち合いのもと、計画平面図を基に特殊

部、の位置を現地に落とし、設置位置を確認する。特に、特殊部等が矢板仮設を

伴うようなものであれば、矢板の打設位置も考慮した位置選定を行う必要がある。 

また、必要に応じて地元住民へ特殊部等設置位置について説明を行う。 
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２－２－13 移設計画平面図の作成 

現地立ち合いおよび試掘結果に基づいて各種桝位置確定後、移設計画平面・横

断図を作成し、地下埋設物件の支障箇所を明らかにする。 

 

［解説］ 

現地立ち合いにて特殊部等設置位置が確定されれば、既設埋設物件の支障箇所

が明らかになる。これにより道路管理者は、支障する埋設物件の種類、範囲等を

記入した移設計画平面・横断図を作成し、各埋設事業者に移設箇所、位置等の確

認を行う。 

 

２－２－14 細部設計 

線形計画が確定後、細部設計を行い電線共同溝の構造を確定する。 

 

［解説］ 

細部設計の項目として、以下のものがあげられる。 

①妻壁の検討（管路部の取付け位置、マンホールや支道への連系管の有無） 

②蓋版の検討（構造、材質） 

③柱体の検討（構造、材質、基礎等） 

④車道横断管路の設計等 

 

２－２－15 施工計画書作成 

設計内容、現場状況を把握したうえで、施工計画書を作成する。 

 

［解説］ 

現場状況に即した仮設工法（土留め、覆工）を提案し、施工手順などについて

計画書を作成する。項目として、以下のようなものがあげられる。 

①舗装切断・撤去            ⑤管路敷設 

②掘削                 ⑥小型トラフの設置 

③土留め・覆工             ⑦埋戻し 

④各種桝設置（必要に応じて柱体の設置） ⑧仮復旧（または本復旧） 



 

-24- 

第３章 浅層埋設方式電線共同溝の設計 

３－１ 位置および線形 

３－１－１ 位置 

 

電線共同溝は、可能な限り歩道に設置するものとする。ただし、幅員の狭

い歩道での整備等を踏まえ、道路占用物件の保守、管理において支障のない

範囲で車道等の利用も考慮する。 

 

［解説］ 

（１）電線共同溝は可能な限り歩道等（歩道、自転車歩行者道、自転車道等）に

設置するものとするが、幅員の狭い歩道での整備および既設占用物件の支

障を回避するため、車道等の利用も踏まえた現場の状況に応じた柔軟な設

計を行うものとする。 

（２）既設占用物件の位置、電線の引込み等を考慮して配置を計画するものとし、

電力線は車道側へ、通信線は民地側へ配置することを基本とする。 
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３－１－２ 平面線形 

 

平面曲線を設ける場合には、電線の敷設等を考慮して管路の曲線半径を定

めるものとする。また、平面と縦断の同時曲線（三次元の曲線）はなるべく

避けるようにする。 

 

［解説］ 

平面曲線を設ける場合、線形は直線と短円の組み合わせを原則とし、電線敷設

時の電線にかかる側圧または張力計算に基づいて、平面曲線と曲線長を定めるも

のとし、表3.1.2に示す値を参考とする。 

ただし、最小曲線半径が確保できない場合や曲線部が連続する場合などは、電

線管理者と調整したうえで管路の曲線半径を定めるものとする。 

 

 

表3.1.2① 平面線形設定管路曲線半径 

電力管路 Ｒ≧10ｍを標準とする。ただし、許容限度はＲ≧5ｍ 

通信管路 Ｒ≧10ｍを標準とする。ただし、許容限度はＲ≧2.5ｍ 

 

表3.1.2② 用途別平面線形曲線半径 

業者 管タイプ 

最小曲線半

径 

（ｍ） 

管路製品の曲線半径 

（ｍ） 

高圧電力管､街路灯用管(φ100､φ150) 5.0以上 5.0，10.0 

小型トラフ 5.0以上  

連系管(φ100､φ150) 5.0以上※ 5.0，10.0 

電力系 

引込み管(φ80､φ100) 2.5以上※ 2.5 

ボディ管(φ150,φ200,φ250) 5.0以上※ 5.0,10.0 

共用ＦＡ管（φ150） 5.0以上※ 5.0,10.0 

ボディ管内さや管(φ30,φ50) 5.0以上 フリー 

(SU管･φ50可とうFSU管)

連系管(φ50,φ75)ＰＶ管 5.0以上※ 立上り部1.0(R=90°):曲管

通信系 

引込管(φ75)PV管又はCFVP管 1.0以上※ 立上り部1.0(R=90°):曲管

0.8:可とうVP管(CFVP)

※連系管、引込み管の値は、立上り部を除く最小線形半径 

※ボディ管、共用ＦＡ管の値は止むを得ない場合の値。一径間内で総交角120°以内

とする。 

※共用ＦＡ分岐管部は、最小曲線半径0.3ｍの可とうＶＰ管(CFVP)を使用できる。 
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３－１－３ 縦断線形 

 

電線共同溝の縦断勾配は、道路の縦断勾配に合わせることを原則とする。た

だし、道路横断部は水平としてもよい。 

縦断曲線を設ける場合には、電線の布設等を考慮して縦断曲線半径を定める

ものとする。 

 

[解説] 

(1) 道路横断部で急な勾配変化を付けると、電線の引き込みが困難となるので

注意しなければならない。縦断曲線を設ける場合の曲線半径などは平面線形

と同様とする。 

(2) 管路の縦断線形を設定する場合、凹形の縦断線形として計画すると、管路

部に水が滞留する可能性が生じるため、凸形になるよう、線形を計画するも

のとする。 

(3) 縦断線形は支障埋設物がある場合、上越しするよう計画することを基本と

する。上越しすることで所定の土被りが確保できない場合は、必要に応じ管

路保護を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.1.3① 縦断線形設定管路曲線半径 

電力管路 Ｒ≧10ｍを標準とする。ただし、許容限度はＲ≧5ｍ 

通信管路 Ｒ≧10ｍを標準とする。ただし、許容限度はＲ≧2.5ｍ 

 

表3.1.3② 用途別縦断線形曲線半径 

業者 管タイプ 

最小曲線半

径 

（ｍ） 

管路製品の曲線半径 

（ｍ） 

高圧電力管､街路灯用管(φ100､φ150) 5.0以上 5.0，10.0 

小型トラフ 5.0以上  

連系管(φ100､φ150) 5.0以上※ 5.0，10.0 

電力系 

引込み管(φ80､φ100) 2.5以上※ 2.5 

ボディ管(φ150,φ200,φ250) 5.0以上※ 5.0,10.0 

共用ＦＡ管（φ150） 5.0以上※ 5.0,10.0 

ボディ管内さや管(φ30,φ50) 5.0以上 フリー 

(SU管･φ50可とうFSU管)

連系管(φ50,φ75)ＰＶ管 5.0以上※ 立上り部1.0(R=90°):曲管

通信系 

引込管(φ75)PV管又はCFVP管 1.0以上※ 立上り部1.0(R=90°):曲管

0.8:可とうVP管(CFVP)

▽

望ましい線
特殊部 

横断占用物
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３－１－４ 配置および埋設深さ 

 

（１）小型トラフや管の配置については、電力施設を車道側に、通信施設を民

地側に配置することを基本とする。 

（２）小型トラフの土被りは、インターロッキングブロック舗装で９ｃｍ、ア

スファルト舗装で１０ｃｍを標準とする。 

（３）電力高圧管の配置は、小型トラフ下を基本とする。 

（４）小型トラフ下に敷設する電力高圧路の土被りは、構造物基礎砕石下５ｃ

ｍ以上を確保する。 

（５）共用ＦＡ管の配置は、民地側を基本とする。 

（６）ボディ管の配置は、共用ＦＡ管の下を基本とする。 

（７）共用ＦＡ管の土被りは、６０ｃｍ以上確保する。 

（８）管路部の埋設深さは、歩道部において路面から舗装厚さに２０ｃｍを加

えた値以上、また車道においては、路面から舗装厚さに３０ｃｍを加え

た値以上を標準とする。 

（９）切下部等での小型トラフの設置や管路部での標準の土被りを確保できな

い場合は、必要に応じて対策を講じる。 

 

［解説］ 

（１）小型トラフや管の配置では、電線共同溝全体がコンパクトになるように計

画する必要がある。 

（２）小型トラフの土被りについて、インターロッキングブロック舗装のブロッ

クの厚さ６ｃｍ、敷き砂厚さ３ｃｍを確保し９ｃｍとした。土被りを９ｃ

ｍ確保すれば切下部（ブロック厚８ｃｍ）においても縦断勾配を変えず小

型トラフの敷設が可能である。 

アスファルト舗装の場合は、切下部４＜Ｗ≦８ｍの表層（５ｃｍ）、基層

（５ｃｍ）の厚さを確保した。 

（３）電力高圧管は小型トラフ下に敷設する事により浅層化を図ることとした。

ただし、割管により民地へ直接供給する場合、通信管路を上越しすること

になるため、小型トラフの土被りおよび共用ＦＡ管の土被りに留意する必

要がある。 

（４）小型トラフの設置が考えられる狭幅員歩道で使用される締固め機械は、タ

ンピングランマ（５０ｋｇ程度）、バイブロブレード（６０ｋｇ程度）が

使用されており、これらによる施工から基礎砕石下からの埋設深を設定し

た。なお、これらの施工機械による転圧強さを上回る機械で施工する場合

は適用しない。また、これらは電力樹脂管φ１００および共用ＦＡ管φ１

５０に限定したものであり他の管種、管径を採用する際には、強度上の照

査をする必要がある。 

（５）共用ＦＡ管の配置は、民地への供給、分岐管の設置、事後の供給の発生等

を踏まえ民地側を基本とした。 
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（６）ボディ管の位置については、通信接続桝との取付けを考慮し共用ＦＡ管下

を基本としたが、現場の条件やコンパクト化に寄与するものであれば小型

トラフ下の設置も考慮する。 

（７）共用ＦＡ管の埋設深さは、管路材からくる最小土被りに加え電力高圧管の

分岐（割管方式）を踏まえ６０ｃｍ以上確保するものとした。 

（８）管路部の基本的な埋設深さは、管路方式と同様とした。 

（９）切下部等において表層もしくは基層直下に小型トラフを設置する場合は、

他工事における舗装カッター機の対応として鋼板等の防護工を施すものと

する。また、管路部において所定の土被りが確保できない場合は、鋼板、

コンクリート板等により防護を施すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道側民地側

50

共用ＦＡ管

ボディ管

インターロッキングブロック舗装の場合

60
0

90

電力高圧割管
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0

車道側民地側

50

共用ＦＡ管

ボディ管

60
0

アスファルト舗装の場合

電力高圧割管
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３－２ 標準部 

３－２－１ 小型トラフ 

 

（１）小型トラフに電力ケ-ブルおよび情報通信・放送系ケーブル等を敷設し、

コンパクト化を図ると伴に浅層埋設する。 

（２）小型トラフの内空断面は、幅３００ｍｍ、高さ１２５ｍｍを標準とする。 

 

［解説］ 

（１）小型トラフに電力ケーブル・電力保安通信ケーブルおよび情報通信・放送

系ケーブルを敷設する。なお、収容位置等については各事業者と協議する

必要がある。 

（２）各種桝からケーブルの敷設が可能となるようさや管を設置する。 

（３）小型トラフの内空断面は、電力および通信事業者の収容条数およびさや管

径から幅３００ｍｍ、高さ１２５ｍｍを標準とする。 

（４）さや管はケーブル引入・引抜時にずれない構造とする。 

（５）小型トラフは、インターロッキングブロック舗装、アスファルト舗装下に

設置し、浅層化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道側民地側

電力高圧割管

電力低圧管

電力保安通信および
情報通信・ 放送ケーブル

12
5

300

電力高圧幹線管

電力高圧幹線管
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３－２－２ 管路材の仕様 

（１）電線共同溝に使用する管路材は、ＪＩＳ Ｃ ３６５３に示す管路材、また

は、これらと同等以上の性能を有し、かつ、継手部を含め電線の敷設、防

護等に必要な諸性能を有するものとする。 

（２）さや管は、継ぎ手部も含め電線の敷設、防護等に必要な諸性能を有する

ものとする。 

（３）電力高圧管の管径について、割管はφ100、幹線管はφ150を標準とする。 

（４）電力低圧管、保安通信管の管径はφ100を標準とする。 

 （５）電力保安通信管は、通信管種とする。 

（６）ボディ管は収容するさや管の条数に応じφ150，φ200，φ250（VP管）を標

準とする。 

（７）ボディ管に収容する情報通信・放送用さや管は１管１条で幹線系ケーブル

を収容する。さや管の径はφ50，φ30としケーブル外径の1.5倍以上を確保す

ること。また，材質はＳＵ管を標準とする。なお，曲線部に使用するφ50さ

や管は可とう性のあるFSU管を使用することができる。 

 （８）共用ＦＡ管は引き込みケーブル（光，メタル，同軸）を多条敷設するため，

φ150（ＶＰ管）を標準とする。 

 （９）通信系の連系管路はＮＴＴ仕様（ＰＶ管）を適用し，φ75，φ50を標準と

する。 

（10）ボディ管，共用ＦＡ管の標準長は5.0mとし，区間調整用として2.5m，曲線

（10mＲ，5mＲ）用として長さ1.0mを標準とする。 

［解説］ 

（１）電線共同溝では、ＪＩＳ規格の管路材、または、これと同等以上の性能を

有する管路材を使用する。なお、管路材の選定にあたっては、各電線管理者

と調整を図り、継手部を含め以下に示す諸性能を有する管路材を使用するも

のとする 

①導通性 ：突起等がなく、所要の内空が保たれており、電線の布設および撤

去に支障とならないこと。 

②強度  ：地中埋設時および埋設後の車両等の重量，土圧等に対して長期に

わたり所要の強度が確保できること。 

③水密性 ：管内に土砂，水等が侵入しないこと。 

④耐衝撃性：運搬，施工時等に受ける衝撃に対して所要の強度を有すること。 

⑤偏平強さ：埋設後において、管路部としての機能が確保できること。 

⑥耐久性 ：長期にわたり劣化しないこと。 

⑦耐震性 ：充分な耐震性を有すること。 

⑧不等沈下：不等沈下に耐えうること。 

⑨内面摩擦：電線の布設および撤去に支障とならないこと。 

⑩耐燃性 ：不燃性または自消性のある難燃性であること。 

⑪耐熱性 ：電線の発生熱または周囲の土壌の影響による温度変化によっても

所要の強度が確保できること。 

 



 

-31- 

（２）さや管は、ボディ管や小型トラフに収容され、土圧等が直接作用すること

が考えにくいことから敷設時（生曲げ配管等）やケーブル引込み時（ケーブ

ル張力による負荷等）に対して、管が使用上問題となる変形を起さない強度

を有し、ケーブルの導通性や内面摩擦等の要求性能をみたすものとする。 

（３）電線共同溝の管路材は、管路に支障が発生した場合の供給支障事故等によ

る社会的影響が大きいことや改修工事が困難であることから、電力系につい

ては沖縄電力配電用品規格の管路材を、通信系についてはＮＴＴ規格管路、

もしくはこれと同等以上の諸性能を有するものとする。 

 

表3.2.2 

電線管理者 用途 管路材 適用箇所 

難燃性波付硬質合成樹脂管 

(難燃FEP管) 

歩道部や重量物が積荷され

ない箇所で使用 

強化可とう管 

(FVP管) 

車道部や重量物が積荷され

る箇所で使用 

配管用炭素鋼鋼管 

(SGP管) 
電柱立上り箇所で使用 

沖縄電力 
電力用 

保安通信用 

強化プラスチック管 

(FRP管) 
橋梁添架箇所で使用 

ＮＴＴ 通信用 
硬質塩化ビニル管 

(NTT仕様PV管) 

フリーアクセス方式を採用

する場合はVP管を使用 

硬質塩化ビニル管 

(NTT仕様PV管) 
歩道部 ＮＴＴ以外の通 

信事業者 

道路管理者 

 

照明用 

通信用 

 

硬質塩化ビニル管 

(NTT仕様PV管) 
車道部 
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３－２－３ 管路部の計画 

 

（１）管路部の計画にあたり管路材および管数は、参画する事業者と調整を図

るものとする。 

（２）道路管理者として、電線共同溝の信頼性を確保するため、予備管を設置

するものとする。 

 

［解説］ 

（１）管路材の内径および管数は、敷設する電線の太さ、管に入る条数を考慮し

て、各電線管理者と地方公共団体と調整を図り決定するものとする。 

（２）道路管理者としては、道路付属物としての電線共同溝の信頼性を確保する

ため、予備管を２管以上確保するものとする。 

 道路管理用管路は、当面次のように想定する。 

【 さ や管の場合 】道路管理用 φ50、φ30、電線共同溝としての予備管 φ50 

【単管を追加する場合】道路管理用 φ50、電線共同溝としての予備管 φ50、φ75 
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３－２－４ 共用ＦＡ管 

 

（１）共用ＦＡ管に各情報通信・放送系の引込みケーブルを多条敷設しコンパ

クト化を図る。 

（２）分岐管はφ７５を用いて複数ケーブルの引込みを多条敷設する。 

 

［解説］ 

（１）共用ＦＡ方式は各情報通信・放送系の引込みケーブルを共用ＦＡ管に多条

敷設するものである。 

 共用ＦＡ管内にはケーブルを直接収容し、さや管は使用しない。 

（２）共用ＦＡ方式では、分岐管にφ７５を用いて各情報通信・放送系の多条ケ

ーブルの引込みを行う。 

（３）共用ＦＡ管の基本条件を以下に示す。 

    1)共用ＦＡ管の内断面積に対する収容ケーブルの占有断面積比は32％以

下とする。 

2)通信接続桝（１径間）における径間長は７０ｍ以下とする。 

 なお、先行管止めをおこなう場合は、以降の13)及び14)の条件を満足

することとする。 

3)分岐管は、ケーブルが共用ＦＡ管内で交差しないよう、１／２径間に

おいて最も近い接続桝側に設置する。 

4)１径間内における分岐の数は、１２分岐以下とし、１／２径間内（接

続桝から最遠分岐部まで）における分岐の数は、６分岐以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)分岐管からの引込みケーブルは５条以下とする。ただし、ケーブル引

替え用として他に１条は使用可能とする。 

6)標準管種はＶＰ管（JIS K 6741・通信用）とし、呼び径φ１５０とす

る。 
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7)共用ＦＡ管が曲線線形で構成されている場合は、ボディ管と同様に最

小曲線半径５ｍとし、曲線５ｍＲまたは10ｍＲを用いて１径間内総交

角１２０°以内で実施することとする。 

なおその場合、通信接続桝端壁際で偏心100ｍｍに用いている曲管10

ｍＲ×２の交角は、総交角120°に含まないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)情報通信・放送系ケーブルは、共用ＦＡ管に専用の通線具を用いて多

条敷設する。 

9)道路横断および支道横断等であきらかに分岐管の取付が無い場合は、

共用ＦＡ管を敷設しない場合もある。 

10)共用ＦＡ管に収容可能な引込ケーブルの最大外径は、「26.5ｍｍ以下」

とする。 

11)単位重量1.1kg/mを越えるケーブルは、共用ＦＡ管には収容できない。 

12)下記に示す形状のケーブル等は、架空線用と用いられている自己支持

型のケーブルであり、共用ＦＡ管には敷設できない。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２径間 １／２径間

θ1

θ2 θ3

θ4

θ1＋θ2≦60° θ3＋θ4≦60°
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(参考)共用ＦＡ通線具 

共用ＦＡ通線具は、先導コマの位置が提灯部中心に設置され、補助系に

より既設ケーブルの隙間に滑り込むのを防止するため、ケーブルの多

条敷設に適する。 

ジョイント部に接続するロッド径はφ７mm、標準長100mで、専用リール

に巻かれたもの(FRP製) 

ジョイント部に撚り返し付リーヘッドを装着することにより、引込みケ

ーブル等の通線ケーブル敷設までを連続して施工することが可能。 

 

 

共用ＦＡ通線具の詳細を以下に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用ＦＡ通線具 

 

 

 

 

 

 

910mm

提灯部

保護ゴムキャップ 先導ロッド

補助糸

先導コマ

ジョイント部
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13)１径間内に支道または支障物がある場合および公園、学校等で将来とも供

給が見込めない場合で、共用ＦＡ管の連続性が不要となる区間は分岐数を

考慮して途中で切断し、管止めすることが出来る。なお、管止めをおこな

う場合は管端が縦断的に水平または上り勾配の線形とし、先端にはＶＰ管

キャップにより止水をおこなうこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   14)共用ＦＡ引込管の径間長(特殊部内壁から引上管中心までの距離)は、最大

55ｍとし、下記の条件を全て満足することとする。 

ａ．特殊部内壁から分岐管取付け部までの距離35ｍ以内 

ｂ．分岐管取付位置から立上り引込管までの距離25ｍ以内 

ｃ．共用ＦＡ管内では，前後の特殊部から配線されるケーブルが交差しな

いこと。なお，このとき共用ＦＡ分岐管は，１／２径間に６箇所まで取

付けられる。 

ｄ．共用ＦＡ引込管および連系管は，立上部曲線を含め曲線箇所数は３箇

所以内とし，立上部の交角は90°以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用ＦＡ引込管長 
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３－２－５ ボディ管 

 

ボディ管には、情報通信・放送系の幹線ケーブルを各企業別にさや管に１

管１条で収容する。 

 

［解説］ 

ボディ管の基本条件を以下に示す。 

（１）管径は、φ１５０、φ２００、φ２５０を基本とする。 

（２）通信接続桝間（１径管）における径管長は７０ｍ以下とする。 

（３）曲線半径は10ｍ以上とするが，地下埋設物等によりやむを得ない場合の

許容限度は５ｍとし、既設占用物件等の地域環境により許容限度Ｒ≧5.0

ｍ以上で対応できない場合は、１管１条方式(許容限度Ｒ≧2.5ｍ以上)を適

用する。(適用の可否判断は径間単位で検討する) 

（４）１径間内における交角の総和は１２０°以下とする。 

（５）土被りは，共用ＦＡ管との上下離隔70mmを確保する。 

       

 

                

 

 

 

 

ボディ管＋さや管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボディ管

さや管

情報通信・ 放送系ケーブル（ 幹線）

各企業別に「 １管１条」 で、さや管内にケーブルを収容する。
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３－２－６ さや管 

 

（１）ボディ管には、情報通信・放送系の幹線ケーブルを収容するさや管を用

いる。 

（２）さや管の適正化を図るため、さや管適用内径は、収容ケーブル外径見合

いとする。 

 

［解説］ 

（１）さや管径は、φ50、φ30を標準とする。 

（２）さや管条数は参画事業者の配線計画に基づき，当該区間に収容されるケー

ル条数（将来計画を含む），ケーブル外径によりさや管径，さや管条数を決

定する。なお，管径毎に各１条の共通予備管を加算する。 

（３）情報通信・放送系幹線ケーブルは，ボディ管内のさや管に１管１条で収容

する。 

（４）さや管条数は参画事業者のさや管条数に道路管理者用さや管＋共通予備管

（さや管径別に各１条）及び予備管（建設完了後の新規占用希望者用さや管）

を計画し，次表「ボディ管とさや管の組合せ表」により経済的な組合せを適

用する。 

（５）ボディ管内に設置するさや管は建設後の追加敷設が出来ないため，次表「ボ

ディ管とさや管の組合せ表」により算出した数量を，ボディ管の敷設に合わ

せて当初から満管状態で設置する。 

（６）共通予備管はケーブル張替時（増設・故障等）の対応用とし，張替後ケー

ブルを撤去した後のさや管が新たな共通予備管となる。なお，新規占用希望

者のケーブル入線は，共通予備管ではなく予備管を使用する。 

（７）ボディ管内さや管の組合せは，距離70ｍ，総交角120°，最小曲げ半径５ｍ

の敷設モデル実験の結果から収容形態を選定した。 

（８）収容ケーブル外径（Ｄ）に対するさや管径の適用は 

さや管内径 ≧ 1.5 × Ｄ で判断する。 
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ボディ管とさや管の組合せ表 

さや管径と条数 ボディ管径 

(mm) φ50mm φ30mm 

さや管 

合計条数 
備 考 

φ150 ２ ３ ５ 標準収容形態 

３ ９ 12  

４ ７ 11 標準収容形態 

５ ５ 10  
φ200 

６ ２ ８  

４ 17 21  

５ 15 20  

６ 10 16 標準収容形態 

７ ８ 15  

８ ６ 14  

φ250 

９ ２ 11  

  注）・φ150mmはＮＴＴが参画しない場合に適用 

・共通予備管としてφ50、φ30に各１条を見込んだ条数 

 

ボディ管に収容されるケーブル種別例(幹線系) (単位：mm) 

 

収容ケーブル ケーブル種別 ケーブル外径 さや管適用管径 

幹線光ケーブル 300心 20.0 

幹線光ケーブル 200心 16.0 

幹線光ケーブル 100心 12.5 

幹線メタルケーブル 0.4 －100対 18.5 

φ30 

幹線メタルケーブル 0.4 －200対 24.0 

幹線メタルケーブル 0.4 －400対 33.0 

情報通信系ケーブル

幹線メタルケーブル 0.65－100対 26.5 

φ50 

道路管理者ケーブル 道路管理者ケーブル   ――― ――― φ30、φ50 

幹線同軸ケーブル 12Ｃ 15.3 
放送系ケーブル 

幹線光ケーブル ＳＭ200心 16.0 
φ30 

予備スペース ――― ――― 満管状態での余剰管充当※

  注）・ケーブル外径はメーカーにより多少異なる場合があるので電線管理者へ必

ず確認を行うこと。 

・ボディ管内さや管内径 ≧ 1.5 ×（ケーブル外径）とする。 

・幹線メタルケーブル0.65-200対(ケーブル外径36.0)の要望があった場合、

ボディ管の外にφ75の単管を使用し、特殊部は通信接続桝ではなく特殊部

Ⅱ型を使用する。なお、使用にあたっては現地状況、施工性、経済性を検

討し電線管理者へ必ず確認をおこなうこと。 

※さや管組合せにより予備スペースが生じた場合は、満管用として基本的に

φ30さや管を充当する。 
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３－２－７ 電力用管路 

 

（１）電力高圧管の管径は、割管はφ１００、幹線管φ１５０を標準とする。 

（２）電力低圧管はφ１００を標準とする。 

（３）電力保安通信管を単管路方式で敷設する場合の管径は、φ１００を標

準とする。 

（４）電力保安通信管は、通信管種とする。 

（５）小型トラフ内に敷設する光ケーブル等の通信用に使用するさや管径は、

φ５０およびφ３５、φ３０を標準とする。 

 

［解説］ 

（１）単管路方式で施工する場合、電力の管径は、低圧管についてはφ１００と

する。また、高圧管については分岐ケーブルを収容する割管をφ１００、

幹線ケーブルを収容する幹線管をφ１５０とする。なお、小型トラフ下１

段目の管径はφ１００を標準とする。 

（２）小型トラフ内の電力低圧ケーブル用のさや管は、φ１００とする。 

（３）単管路方式で施工する場合の電力保安通信管は、φ１００を標準とするが、

敷設するケーブルの種類、径、条数を勘案し、支障の無い範囲でφ７５も

使用する。 

（４）保安通信管は、通信ケーブルが敷設されていることから通信用の管材を用

いる。 
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３－２－８ 管路の離隔 

 

（１）管路の離隔は、管径、管条数、特殊部妻壁での取り付け位置、また、施

工性、経済性等を勘案して設定するものとする。 

（２）共用ＦＡ管とボディ管の離隔は７０ｍｍ以上を確保するものとする。 

（３）通信接続桝に取付る際の共用ＦＡ管とボディ管の離隔は７０ｍｍ以上を

確保する。 

（４）割管を行う管の離隔は７０ｍｍ以上を確保するものとする。 

 

［解説］ 

（１）管路の布設間隔は、電線共同溝を構成する管路の数や、配管施工時の作業

性、特殊部との取り付け等施工性を十分考慮しなければならない。 

（２）管路材の布設間隔を保つために、スペーサまたは管枕等を2.5ｍ間隔で設置

するものとする。なお、曲管を使用する場合は、１本当り１個所設置する。 

（３）共用ＦＡ管とボディ管の離隔は、分岐管取り付け時におけるバンド取り付

けの作業性から７０ｍｍ以上を確保するものとする。 

（４）通信接続桝において、ボディ管ダクト口の確認およびケーブル操作性を容

易にさせるため、共用ＦＡ管とボディ管の離隔を７０ｍｍ確保する。 

（５）割管方式の管の離隔は、管の切断時における、切断工具の取り付けスペー

スを確保するため７０ｍｍ以上の離隔を確保するものとする。 

（６）電力高圧管と共用ＦＡ管の水平距離は１５０ｍｍを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＬ

車道側民地側

50

ECＪ

EC

EC

共用ＦＡ管

ボディ管

150

70

管路の離隔

割　管

70mm
以上
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共用ＦＡ管分岐平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用ＦＡ管分岐断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用ＦＡ管分岐イメージ写真 

引込みケーブル

引込ケーブル

共用ＦＡ分岐管

共用ＦＡ管

引込管（ φ75）

引込みケーブル

φ150

引込みケーブル

引込管（ φ75）
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３－２－９ 通信系特殊部端壁への管路取付け 

（１）通信接続枡の端壁への配管取付けは，ケーブル等の路上からの視認を

容易にするため，100mm 偏心して取り付けるものとする。 

（２）共用ＦＡ管の取付けは，民地側内壁から200mmの位置を中心とする。 

（３）連系管の取付け条数が多く通信接続枡に接続できない場合は，特殊部

Ⅱ型（通信基点用）を適用する。 

（４）幹線ケーブルがボディ管内に収容できない場合は、コスト縮減を考慮

し1管1条方式による管路設備の追加を行うよう柔軟に対処する。なお、

その場合の一例を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信接続桝端壁の管路取付配置 
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通信接続桝管路取付要領図 

 

 

 

 

（５）特殊部Ⅱ型（通信基点用・通信横断用）への共用ＦＡ管，ボディ管の

取付けは，入溝して作業を行うため偏心させず，民地側から250mmを中心

に配置する。なお，連系管・引込管は空きスペースに取り付ける。 

民
地
側

車
道
側

車 道 側 民 地 側

共用ＦＡ管

ボディ管

１
０
ｍ
Ｒ

200 100 200

ボディ管

共用ＦＡ管

70

20
0

10
0

20
0
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３－２－10 管路の配列 

（１）管路部の配列は、電力の分岐および通信の分岐を考慮し、経済性，占用

物件の位置を踏まえ設定するものとする。 

（２）共用ＦＡ管の配置は、管路部の民地側を基本とする。 

（３）割管の配置は、電力管の民地側の最上段を基本とする。 

 

［解説］ 

（１）管路の配置は、電力管は車道側に、通信管は民地側に配置し、管路全体

がコンパクトになるようにする必要がある。 

（２）管路材の配列は、施工性、経済性、占用物件の位置、歩道の幅員、特殊

部における電線の配置等を考慮して決定するものとする。 

（３）管路材の配列は、電力の割管（高圧ケーブルの分岐）および分岐桝の設

置位置また、通信事業者の管路からの分岐を十分踏まえたうえで設定しな

ければならない。 

（４）共用ＦＡ管の配置は、民地への供給、分岐管の設置、事後の供給の発生

等を踏まえ管路部の民地側を基本とした。 

（５）割管は、民地への供給から通信管路を上越しすることになるため、電力

管の民地側の最上段に配置することを基本とした。 

 

 

 

 

 

 

共用ＦＡ管

ボディ管

電力高圧(割管)管

需要家へ

車道側 民地側
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３－２－11 管路の伸縮しろ長 

 

管路材と管路材の接続、管路材と特殊部の接続には、伸縮継手や離脱防止

継手を用いて伸縮しろ長を確保するものとする。 

 

［解説］ 

（１）管路材と管路材の接続（継手部）、管路材と特殊部の接続（ダクトスリー

プ）は、地震等のずれを吸収する構造とする。 

（２）伸縮しろ長は、地震時のひずみ量を１／１００とし設定するものとする。 

（３）継ぎ手部等の伸縮しろ長は、管の引抜き及び圧縮を考慮し、管路材長の１

／５０を確保することを基本とする。 

（４）継ぎ手部等の伸縮しろ長を、管路材長の１／５０を確保出来ない場合は、

間の引抜きだけを考慮し、管路材長の１／１００の伸縮しろ長を確保する。

但し、この場合、管材が圧縮応力（管の押込みひずみ量１／１００）に対

して十分耐える構造であることを条件とする。 

（５）さや管で使用する短尺管については、現状を鑑み接着継手とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引抜き及び圧縮を考慮した場合の伸縮しろ長

圧縮しろ

引抜きしろ

⊿L1

継手部 継手部

⊿L1＝　　　×Ｌ １×２

Ｌ１

1
100

受口ロング

引抜きしろ

継手部 継手部

1
100

⊿L2＝　　　×Ｌ ２⊿L2

Ｌ２

引抜きのみを考慮した場合の伸縮しろ長
（ 圧縮応力に耐える管路材のみ）

圧縮しろ

受口ショート

引抜きしろ

1
100

伸縮継手の場合の伸縮しろ長

Ｌ３

⊿L3＝　　　×Ｌ ３×２

伸縮継手 伸縮継手接着継手 接着継手

圧縮しろ

伸縮継手

⊿L3

⊿L4
1

100

ダクトスリーブの伸縮しろ長

Ｌ４

⊿L4＝　　　×Ｌ ４×２

継手部
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３－２－12 管路の保安対策 

 

   管路材の埋設にあたっては、道路掘削等に対して埋設物の保安上必要な対策

を講じるものとする。 

 

［解説］ 

道路掘削等に対する保安上の対策として、管の上部(歩道部か管上20ｃｍ、車道

部は管上30ｃｍを標準)に埋設表示シートを敷設する。 

埋設標示シートの敷設範囲は、管路の全幅とし管路の布設数が多く、掘削幅が

広くなる場合は埋設表示シートの敷設数を増やし管路損傷を防止する。 

道路切り下げ等により、規定の土被りを確保できない場合は、防護板取付等の

対策をおこなう。 

舗装本復旧時には、道路掘削等に対する保安上の対策として、路面に埋設表示

シール等で埋設位置を表示する。 

埋設標示シール等の設置は１０ｍ間隔および線形の変化点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設表示シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設表示シール 

 

電線共同溝

80

30

浅層○○ｃ ｍ

注： 上図は、 折込前の状態である。

印刷表示図

50

100

折込構造図
30
0

固定部(水抜き兼用)

注意　電線共同溝ケーブルが埋設されています。
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３－３ 特殊部 

３－３－１ 特殊部の基本条件 

 

特殊部の内空寸法は、収容物件の種別や形状，作業性を考慮し設定する。 

 

 

［解説］ 

（１）棚の取り付けは、ハンガー方式とする。 

（２）電力の棚間隔は、接続がある場合と無い場合を考慮し設定する。 

（３）通信の棚間隔は、クロージャの形状を勘案し設定する。 

（４）特殊部の内空幅は、棚幅と作業スペースで決まり、内空高は扱う条数や棚

間隔により決定される。また長さについては、ケーブルの接続や地上機器の

設置種別によって最小必要長さが決定される。 

（５）特殊部の断面設定時にはケーブルの許容曲げ半径を考慮するものとし表

3.3.1によるものとする。 

 

表3.3.1 ケーブルの許容曲げ半径 

曲げ半径種類 記号 定    義 曲げ半径の適用

許容曲げ半径 Ｒ１ 

オフセットのくせ取作業の半径であり、

現場においてはいかなる場合であっても

これ以下の曲げ半径としてはならない。

CV   10D 

CVT    8D 

CV 単心 10D 

設計曲げ半径 Ｒ２ 

マンホール設計をおこなう曲げ半径であ

る。故にオフセット長は、これを使用し

て求める。 

R1×1.2 

ケーブル布設

時曲げ半径 
Ｒ３ 
ケーブル引入れ時の曲げ部に適用する。

(従来の最小曲げ半径に相当する) 
R2×1.5 

(注) CVT：撚り合わせ外径(mm) 

   CV,CV単心はシース外径(mm) 
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３－３－２ 断面寸法設定時の基本事項 

 

特殊部断面を設定する際には、関連企業の社内規定を参考にし、それに準

ずる条件を勘案するとともに、全体的にコンパクト化が図れるよう調整をお

こなう。 

 

［解説］ 

浅層埋設方式で使用する特殊部では、ケーブルの接続作業を路上からおこな

うことを基本とし、内空寸法のコンパクト化を図る。 

なお、特殊部の標準内空寸法は表3.3.2のとおりとする。 

 

表3.3.2 各種桝の標準内空寸法 

内空寸法（ｍｍ 
種別 

幅 高さ 長さ

電力系 高低圧分岐桝  600   800 2000

歩道用  500 1050 2000
通信接続桝

車道用  950 1500 2200

基点用(歩車道) 950 1500 2200

横断用(歩道) 950 1400 3000

通信系 
特殊部Ⅱ型

(通信用) 
横断用(車道) 1400 1800 3000
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３－３－３ 特殊部の配置計画 

 

（１）特殊部は必要な箇所に設置するものとし、できる限り集約した配置とす

る。 

（２）特殊部構造の選定は、電線管理者提出の配線計画をすり合わせるととも

に、現地の状況を把握し設定しなければならない。  

 

［解説］ 

（１）電線共同溝の配置計画にあたっては、関連する事業者と調整を図り、各

種桝は、需要家へのケーブル引込み、占用物件の位置等を考慮しつつでき

る限り集約した配置とする。 

（２）各地点の具体的な各種桝の配置は、電線管理者が計画した配線計画図を

基に設定するものとし、現地の状況、既設埋設物の状況、将来需要等を踏

まえ、特殊部の必要性にについても検討したうえで配置を行うものとし、

電線管理者の確認を得ること。 

（３）特殊部の選定要素には、以下のようなものがあげられる。 

・電線管理者、特殊部設置の目的(接続、分岐、地上機器設置) 

・分岐方法、管路の設定土被り 

・妻壁部での分岐、連系管の有無 

・歩道幅員、切下げ部の有無 

・道路横断管路の有無 

これらの条件を十分勘案したうえで、図3.3.3「特殊部選定フロー」により構

造の選定をおこなう。 

図3.3.3 特殊部選定フロー 
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３－３－４ 高低圧分岐桝 

 

   浅層埋設方式で使用する高低圧分岐桝は、高圧ケーブル分岐接続体、低圧ケ

ーブル分岐接続体、通信クロージャを敷設し、柱上変圧器への接続箇所ならび

に需要家引込み箇所に設置する。 

 

［解説］ 

（１）高圧ケーブル分岐接続体は、高圧ケーブルを柱上変圧器用に分岐接続す

るＴ分岐接続材を採用し、敷設スペースをよりコンパクトにする。 

（２）低圧ケーブル分岐接続体は、柱上変圧器から出る低圧幹線ケーブルと接

続し、沿道の需要家への引込みを分岐する低圧多分岐接続体を採用し弱電

流電線との離隔を確保するものとする。 

（３）高低圧分岐桝に敷設する通信用クロージャは、電力保安通信用を主とす

るが、その設置個所については、小型トラフに敷設する情報通信・放送系

の電線管理者と協議し、当該桝に敷設する全ての電線管理者の確認を得る

こととする。 
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３－３－５ 横断桝 

 

支道横断のため横断桝を設ける。 

 

［解説］ 

（１）支道横断部では管路構造を基本とし、表層にある小型トラフと所定の土被

りを確保した支道横断管路を接続する横断桝が必要となる。横断桝の内空

寸法は、ケーブル敷設の作業性等から設定される。 

（２）横断桝は、蓋掛け方式とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平　面　図

1200
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88
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トラフ

トラフ下管路

管路形式に変換

ＧＬ

トラフ

トラフ下管路

側 面 図 断 面 図
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３－３－６ 通信接続桝 

 

（１）通信接続桝にクロージャ、タップオフ等を収容し、ケーブルの接続・分

岐を路上で行うことによりコンパクト化を図る。 

（２）光クロージャはポット型を採用し、通信接続桝のコンパクト化を図る。 

 

［解説］ 

（１）本構造はコンパクトとするため、光ケーブルにポット型クロージャを用い

る。地上接続等を容易に行うために、クロージャを持ち上げるための引上

げ可能な棚を設ける必要がある。 

（２）情報通信・放送系ケーブルの接続・分岐のためのタップオフは、クロージ

ャを設置しない側壁に設置する。 

（３）内空寸法の有効活用の観点から埋込み設置を基本とする。 

（４）通信接続桝の内空高さは、クロージャの設置・光ケーブルの許容曲げ半径

等を考慮し落下防止装置を含めた蓋構造下から１０５０ｍｍ以上を確保す

ることを基本とする。 
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３－３－７ 地上機器部 

 

  （１）電気事業者、通信事業者、CATV事業者等の機器を設置するため、適切 

な位置に地上機器部を設けるものとする。ただし、歩道空間の確保、景観、

歩行の快適性を高めることを十分考慮し、配置するものとする。 

（２）地上機器部の作業スペースは600mmを標準とする。 

（３）地上機器部を設ける場合、電線管理者は接地工事を施すものとする。 

 

 

［解説］ 

（１）使用される機器は、各電線管理者によって異なることから、機器部は状

況に応じた構造とする。また、機器の種類により集約が可能なものについ

ては、現地の状況，将来需要を踏まえ、機器の集約を図るものとする。 

（２）電力，通信，ＣＡＴＶ等用の機器には以下のようなものがある。 

・電力用機器：多回路開閉器，変圧器，低圧分岐装置等 

・通信，ＣＡＴＶ用等地上機器：無停電電源供給器，アンプ，ＲＴ等 

（３）地上機器を設置する場合、直上か横置かの選択は、通行障害，コスト等

の観点から望ましい方を選択するものとする。 

（４）地上機器部の内空寸法は、据え付けられる機器の構造により、必要内空

寸法が異なるため、各電線管理者と十分な協議を図り、内空寸法を設定す

るものとする。 

   （５）地上機器部を設ける場合は、電線管理者は接地工事（接地抵抗10Ω以下）

を施すものとする。なお、接地抵抗値が10Ω以下となっていることを専用

の測定器（接地抵抗測定器）で確認するものとする。 

 

接地工事については、電気設備に関する技術基準第10条および第11条に規定 

 

（接地工事の方法） 

①接地線（リード線）の太さ 

7／1.0mm（1.0mm7本絞り）以上の電線 

②埋設深さ 

接地棒およびリード線が、地表下75cm以下の深さとする 

③接地抵抗の測定方法 

接続部と同じ測定方法により、10Ω以下であることを確認 
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表3.3.7 地上機器部の内空寸法 

 内空幅の例 内空寸法の例 

 棚幅 
作業 

スペース 
計 幅 高さ 長さ

備考 

2200 多回路開閉器(1基用) 

1800 変圧器(1基用) 

多回路開閉器+変圧器(2基用)

地上機器部 

(直上) 
300 900 1200 1200 (1100)

3600
変圧器+低圧分岐装置(2基用)

2200 多回路開閉器(1基用) 

1800 変圧器(1基用) 

多回路開閉器+変圧器(2基用)

地上機器部 

(横置) 
300 600 900 900 (1100)

3600
変圧器+低圧分岐装置(2基用)

※高さは条数によって異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ※直上型の場合、地上機器の幅が600mm 

                   (500mm＋取付100mm)あり、出入口の幅 

                   600mm（ A ）を確保するためには、 

                   特殊部の作業幅を900mm(全体は1200mm) 

                   とする必要がある。 

 図3.3.7 直上型の場合の内空寸法 
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３－３－８ 特殊部Ⅰ型の種類と内空寸法  

（１）特殊部Ⅰ型で考えられる組み合わせは、以下のとおりとなる。 

① 電力分岐部    ＋   通信分岐部 

② 電力分岐部    ＋   通信接続部 

③ 電力接続部    ＋   通信接続部 

④ 電力地上機器部  ＋   通信接続部 

 

（２）特殊部Ⅰ型の内空幅は、1200ｍｍを標準とする。 

［解説］ 

（１）分岐部，接続部，地上機器部はⅠ型を標準とし、物理的制約、経済性等に

よりⅡ型も使用できるものとする。 

（２）電線は棚置とし、通信事業者においては１棚１事業者を原則とする（引込

み電線等については俵積みもあり得る）ただし、各電線管理者の収容条数が

少ない場合には、関連事業者と協議の上、１棚複数業者も採用するものとす

る。 

（３）電力線は車道側，通信線は民地側の棚に置くことを原則とする。 

（４）特殊部Ⅰ型の内空寸法例を以下に示す。 

 

表3.3.8 特殊部Ⅰ型の寸法例 

内空寸法 
電   力 通   信 

幅 高さ 長さ 

備考 

(図NO)

高圧 950 (1,100) 1,800 ① 
分 岐 

低圧 
分 岐 

950 (1,100) 1,500 ② 

ガスダム有 1,200 (1,100) 4,100 ③ 
分岐 接 続 

ガスダム無 1,200 (1,100) 3,300 ④ 

ガスダム有 1,200 (1,100) 4,100 ⑤ 
接続 接 続 

ガスダム無 1,200 (1,100) 3,300 ⑥ 

ガスダム有 1,500 (1,100) 4,800 ⑦ 
1基 接 続 

ガスダム無 1,500 (1,100) 4,000 ⑧ 

ガスダム有 1,500 (1,100) 6,600 ⑨ 

地上機器 

 

直 上 2基 接 続 
ガスダム無 1,500 (1,100) 5,800 ⑩ 

ガスダム有 1,200 (1,100) 3,000 ⑪ 
1基 接 続 

ガスダム無 1,200 (1,100) 2,200 ⑫ 

ガスダム有 1,200 (1,100) 3,600 ⑬ 

地上機器 

 

横 置 2基 接 続 
ガスダム無 1,200 (1,100) 3,600 ⑭ 

注１）高さは条数によって異なる 

注２）地上機器(直上)の内空幅1500mmは図3.5.10に示す 

理由により、基本寸法1200mmに300mmを加えたものである。 
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３－３－９ 柱体の構造 

 

変圧器等を添架する柱体は、添加する変圧器等の重量はもとよりケーブル

引込み口や変圧器等の取付け構造および架空引込み取付け等について電力事

業者等と調整の上、構造を決定しなければならない。 

 

［解説］ 

（１）柱体に添加する機器には、電力変圧器、照明器具等があり、柱体はこれら

の機器や引込み形態を踏まえた構造および強度を有しなければならない。 

（２）柱体の基礎は、現地の状況により構造を決定する。 

（３）柱体の高さは、変圧器の取付け位置から７ｍ（全長８ｍ）が最小となるが、

照明柱として利用する場合は、８ｍ、１０ｍ、１２ｍを標準とする。 

（４）柱体および基礎の設計に当たっては、以下の指針・基準に準拠するものと

する。 

①道路標識設置基準・同解説    社団法人 日本道路協会 

②道路照明施設設置基準・同解説  社団法人 日本道路協会 

③照明用ポール強度計算基準    社団法人 日本照明器具工業会 

柱体構造の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

90°

歩道側車道側

変圧器

照明用機器収納部

変圧器取付部

照明

灯具取付部
照明

変圧器取付部

照明用機器収納部

ベース部 ベース部
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二次側ケーブル引入口

二次側ケーブル固定金具

一次側ケーブル引出口

変圧器ハンガー座

変圧器ハンガー座

変圧器取付部
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３－３－10 蓋の構造 

（１）特殊部の蓋構造は、軽量蓋(鋼製、鋳鉄等)を標準とし、現地の状況に応

じ安価な製品を選定する。 

（２）各事業者が定める必要内空高を満足する場合、部分開放とし、円形蓋を

採用する。 

 

［解説］ 

（１）特殊部は、ＲＣ蓋を基本とするが、保守、点検のための人力で開閉可能な

鋼製蓋もしくは鋳鉄製蓋を一部設けるものとする。また、非常時や大幅な

改修時に備え全面開放できる構造とする。 

（２）鋼製蓋もしくは鋳鉄製蓋などの人力で開閉する蓋については、保安上施錠

できる構造とする。ＲＣ蓋等の重量の重い蓋を小割りにした場合なども、現

地の状況に応じ施錠を考慮するものとする。 

   なお、鍵は自治体や事務所、出張所など道路管理者ごとに管理できるよう、

必要に応じて鍵の統一を図る。 

（３）各事業者が定める必要内空高を満足する場合、部分開放とし、円形蓋を採

用する。ただし、この場合の作業幅は構内作業を考慮し、７００ｍｍとす

る。 

円形蓋を採用する内空高さ 

タイプ 内空高さ(ｍｍ)

Ⅰ型 １８００ 

Ⅱ型（電力） １８００ 

Ⅱ型（通信） １５００ 

 

ＲＣ蓋の例 円形蓋の例 

 
 

 

鋳鉄蓋（ 人力で開閉可能な構造）

ＲＣ蓋

ＲＣ蓋

ＲＣ蓋

ＲＣ蓋

円形蓋　φ７５０
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３－３－11 特殊部における接地工事 

 

 特殊部の接地工事は、道路管理者と電線管理者の協議により実施するも

のとし、特殊部の設計時に図面等に接地工事の関わる事項を明記すること

とする。 

 

［解説］ 

特殊部を設ける場合、道路管理者と電線管理者は協議の上接地工事を行うも

のとし、電線共同溝設計時に図面等に接地工事に関わる事項を明記する。なお、

接地工事については、以下のとおり規定している。 

（１）電力系の場合 

電気設備の技術基準第10条および第11条に規定。電気設備技術基準では、

Ｄ種接地工事の接地線の太さは直径1.6mm以上の電線となっているが、特殊部

内は水気が多く接地線の腐食による断面積減少および機器接地、取替等によ

る金属疲労を考慮し、Ａ種接地工事の接地線の太さと同じにした。柱体(街路

灯ポール)の接地工事は柱体変圧器の有無に関係なくＡ種接地工事を施す。工

事種別ごとの接地線サイズについては以下の表3.3.11を参考にする。 

 

表3.3.11 電力系における接地線サイズ 

特殊部の種類 接地工事種別 接地線サイズ

高圧分岐桝､道路横断桝､高圧分岐ハンドホール

低圧分岐ハンドホール 

D種接地工事 

(100Ω以下) 
14mm2 

多回路開閉器 14mm2 
機器用高圧分岐桝 

変圧器塔 38mm2 

多回路開閉器 14mm2 
機器設置用ハンドホール 

変圧器 38mm2 

柱体(街路灯ポール) 

A種接地工事 

(10Ω以下) 

14mm2 

 

（２）通信系の場合 

有線電気通信設備令第19条に基づいたＮＴＴの技術基準に規定。通信ＢＯ

ＸにてＤ種接地工事を施すものとし、金属接地棒はφ14、長さ1.4ｍ以上のも

ので、接地線サイズ1.6mm600V以上のビニル電線、または14mm2600V以上のビ

ニル線を使用する。 
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第４章  管路方式電線共同溝の設計 

４－１ 位置および線形 

４－１－１ 位置 

電線共同溝は、可能な限り歩道等に設置するものとする。ただし、幅員が狭

い歩道での整備を可能とするとともに、既設占用物件の移設を回避するため、

電線共同溝を維持，保守，管理する上で支障のない範囲で車道等の利用も考慮

するものとする。 

［解説］ 

1） 電線共同溝は可能な限り歩道等（歩道，自転車歩行者道，自転車道等）に

設置するものとする。 

2） 管路の配置は既設占用物件の位置，電線の引き込み等を考慮して、電力線

は車道側へ、通信線は民地側に配置するものとする。 

 

４－１－２ 平面線形 

(1) 平面曲線を設ける場合には、電線の布設等を考慮して平面曲線半径を定

めるものとする。 

(2) 管路の曲線半径は、４-４-３管路の曲線半径で詳述するので、これを参

照して線形を設定するものとする。 

［解説］ 

1) 平面曲線を設ける場合、線形は直線と単円の組合せを原則とし、平面曲線を

設ける場合は表4.1.1に示す標準値以上とする。 

表4.1.1 平面線形設定管路曲線半径 

 標準値 許容限度 

電 力 管 路 Ｒ≧１０ｍ Ｒ≧５ｍ 

通 信 管 路 Ｒ≧１０ｍ Ｒ≧２.５ｍ以上 

フリーアクセス管

路 
Ｒ≧１０ｍ Ｒ≧２.５ｍ以上 

＊許容限度の曲線半径およびフリーアクセス管路については4-4-3管路の曲線半径

「解説」（2）を参照 

2） 電力，通信とも現場状況によっては、支障物件等で表4.1.1の標準値が確

保できない線形となる場合が生じる。その場合は、電線管理者と協議を行い

線形を設定するものとする。 

 



 

-65-  

４－１－３ 縦断線形 

(1) 電線共同溝の縦断勾配は、道路の縦断勾配に合わせることを原則とす

る。ただし、道路横断部は水平としてもよい。 

(2) 縦断曲線を設ける場合には、電線の布設等を考慮して縦断曲線半径を

定めるものとする。 

[解説] 

1) 道路横断部で急な勾配変化を付けると、電線の引き込みが困難となるので

注意しなければならない。縦断曲線を設ける場合の曲線半径などは平面線形

と同様とする。 

2) 管路の縦断線形を設定する場合、凹形の縦断線形として計画すると、管路

部に水が滞留する可能性が生じるため、凸形になるよう、線形を計画するも

のとする。 

3) 縦断線形は支障埋設物がある場合、上越しするよう計画することを基本と

する。上越しすることで所定の土被りが確保できない場合は、必要に応じ管

路保護を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1.1 管路縦断線形 

 

 

▽

望ましい線
特殊部 

横断占用物
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４－２ 埋設深さ 

管路部の埋設深さは、歩道等においては路面から舗装厚さ（路盤を含む、以

下同じ）に20㎝を加えた値以上、また、車道においては路面から舗装厚さに30

㎝を加えた値以上とする。 

これより浅く埋設する場合は、必要に応じて管路を保護する対策を講じるも

のとする。 

［解説］ 

1） 歩道等への車両の進入を考慮する際、倉庫やガソリンスタンド等への出入

り箇所を除けば重車両の進入は少ないことから、路盤下面に接して管路を布

設しても管路材への影響は少ないと考えられる。むしろ、路床転圧時の圧力

等にも管路材が耐える必要性から、埋設深さは舗装路盤下面から20㎝以上確

保するものとする。 

支障物件の迂回（上越し）あるいは切り下げ等のため、やむを得ず基準値よ

り浅く管路材を埋設する場合は、必要に応じて管路材を保護する対策を講じ

るものとする。 

2） 車道においては、路床の均一性の確保および転圧に必要な厚さを確保する

とともに、転圧時の圧力にも管路材が耐えうる必要性から、埋設深さは舗装

路盤下面から30㎝以上を確保するものとする。 

また、車道においても支障物件の迂回（上越し）あるいは道路横断等のため、

やむを得ずこれより浅く管路材を埋設する場合は、必要に応じて管路を保護

する対策を講じるものとする。なお、この場合において確保すべき最小の土

被りは、舗装の等値換算厚（ＴＡ）＊１とする。 

 

 

 

また、道路横断管路部は車道の沈下等が懸念されることから、地盤の悪い箇

所では、施工に注意する必要があり、場合によってはコンクリート巻立等の

対策を講じることが望ましい。 

＊１：ＴＡとは、舗装の各層をすべて表・基層用加熱アスファルト混合物で築造する

ときに必要な厚さをいい、各層の材料を加熱アスファルト混合物に換算したとき
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3） 管路材の埋設にあたっては、道路掘削等に対し、埋設標識シート等により

保安上必要な対策をするものとする。 

 

 

 

 

4） 現地状況によっては規定の埋設深さが確保できない場合、管路保護を行うため

に管路材の上にコンクリート防護板を設置し、管路を保護するものとする。防護

板にはコンクリート防護板，防護鋼板，セラミック防護鋼板等があるが、コンク

リート板で４cm，防護鋼板4.5mm，セラミック防護板が２cm程度であることを考慮

し、経済性を勘案し、極力防護板と管路部の間隔をあけるよう配置することが望

ましい。 

 

図4.2.2 防護板 

図4.2.1 埋設標識シートによる保安対策 
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5） 管路部の埋設深を設定する場合、ケーブルの分岐，引き込みなどを考慮して作

業および引込みスペースが必要な箇所は、その必要スペースを確保して埋設深を

決定する必要がある。 

 

図4.2.3 埋設深さの基本的な考え方 
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４－３ 特殊部の配置計画 

特殊部の配置計画にあたっては関連する事業者と調整を図り、宅地内への配

線，占用物件の位置等を考慮し、できる限り集約した配置とする。 

[解説] 

(1) 具体的な特殊部の配置は、参画事業者が計画した配線計画図を基に設定す

るものとし、現地の状況，既設埋設物の状況を踏まえ特殊部の必要性について

も検討したうえで配置を行うものとする。 

(2) 地上機器部にガードパイプ（防護柵）が必要な箇所については、電線管理

者と協議の上建築限界を考慮し、機器設置位置を決定するものとする。 
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４－４ 管路部 

４－４－１ 管路材の仕様 

1） 管路部に使用する管路材は、ＪＩＳ Ｃ ３６５３に示す管路材、またはこ

れと同等以上の性能を有し、かつ、継手部を含め電線の布設，防護等に必要

な諸性能を有するものとする。 

2） 管路材の内径（呼び径）は、φ50㎜，φ75㎜，φ100㎜およびφ150㎜を標

準とする。 

［解説］ 

1） 電線共同溝では、ＪＩＳ規格の管路材、または、これと同等以上の性能を

有する管路材を使用する。なお、管路材の選定にあたっては、各電線管理者

と調整を図り、継手部を含め以下に示す諸性能を有する管路材を使用するも

のとする。 

 

①導 通 性：突起等がなく、所要の内空が保たれており、電線の布設およ

び撤去に支障とならないこと。 

②強 度：地中埋設時および埋設後の車両等の重量，土圧等に対して長

期にわたり所要の強度が確保できること。 

③水 密 性：管内に土砂，水等が侵入しないこと。 

④耐 衝 撃 性：運搬，施工時等に受ける衝撃に対して所要の強度を有するこ

と。 

⑤偏 平 強 さ：埋設後において、管路部としての機能が確保できること。 

⑥耐 久 性：長期にわたり劣化しないこと。 

⑦耐 震 性：充分な耐震性を有すること。 

⑧不 等 沈 下：不等沈下に耐えうること。 

⑨内 面 摩 擦：電線の布設および撤去に支障とならないこと。 

⑩耐 燃 性：不燃性または自消性のある難燃性であること。 

⑪耐 熱 性：電線の発生熱または周囲の土壌の影響による温度変化によっ

ても所要の強度が確保できること。 

⑫導 電 性：交流電気鉄道等により誘導電流の影響を受ける区間等におい

て通信線を布設する場合には、導電性を確保できること。 

 

2） 電線共同溝の管路材は現在、各種管路材メーカーが多種多様な製品を開発中で

あり、評価も定まっていない状況下では、統一的に定めることは困難である。し

たがって、当面、電線共同溝に使用する管路財は、各電線管理者で実績のある管

路材を使用するものとする。 

3） 使用する管路材の内径は、各電線管理者毎にケーブル種別，ケーブル外径およ

び１管に収容する条数によって管径選定の基準を定めている。管径の選定に当っ

ては、管径の選定根拠を明確にしておく必要がある。また、構造の標準化，今後

の技術開発等の提供を図ることを考慮し、供用する管径は、前記4種類より選定す
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ることを標準とする。 

4) 使用するケーブル径と管路材の使用径が明確になってない電線管理者は、ＪＩ

ＳＣ３６５３により以下に設定したものを使用するものとする。 

 

・管内に布設するケーブルが１条の場合、管の内径はケーブル仕上がり外径

の1.5倍以上 

・管内に布設するケーブルが２条以上の場合、管の内径はケーブルを集合し

た場合の外接円の直径の1.5倍以上 

 

5） 現在、使用実績のある各種製品の規格は必ずしも統一されていないことから、

経済性を考慮して内径が多少前後する製品も使用できるものとする。 

6） 管路材の内径の選定にあたっては、需要動向や技術動向等を十分に勘案して将

来の利用を阻害しないようにするとともに、使用する管路材の作業性，曲率半径

等を考慮して導通性に支障を生じさせないものとする。 

7） 使用する管路材は所定の土被りで、25tonf荷重に耐え得る性能を有するものと

する。 

8)  表3.4.1は現在の管路材の仕様を示したものであるが、新製品がある場合は経

済性，施工性，現地状況等を検討の上、電線管理者と協議の上、適用してよいも

のとする。 

 

表4.4.1 管路材の標準仕様 

電線管理者 用途 管 路 材 備  考 

地中線用強化プラスチッ

ク複合管（ＰＦＰ管） 
2.2kv管路に使用する 

難燃性波付硬質合成樹脂

管（難燃ＦＥＰ管） 

歩道部や重量物が載荷されない箇所

に使用する 

ＦＥＰ管を上記以外に使う場合は防

護板等の処置を行うこととする。 

強化可とう管 
車道部や重量物が載荷される箇所に

使用する 

配管用炭素鋼鋼管（亜鉛め

っき） 

軽量鋼管 

電柱立ち上がり箇所 

沖縄電力 
電力用 

通信用 

強化プラスチック管 

（ＦＲＰ管） 
橋梁添架箇所 

ＮＴＴ西日本 通信用 

硬質塩化ビニール管 

(ＮＴＴ仕様ＰＶ管、ＶＰ

管) 

フリーアクセス方式を採用する場合

はＶＰ管を使用する 

ＶＥ管 歩道部 ＮＴＴ西日本以外の 

通信事業者 

道路管理者 

照明用 

通信用 ＶＥ管 車道部 
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４－４－２ 管路部の計画 

1） 管路部の計画にあたっては、管路材，管径，管数は各電線管理者と調整を

図るものとする。 

2） 道路管理者は、電線共同溝の信頼性を確保するため、予備管を設置するも

のとする。 

3） 電力管路の内径はφ100㎜，φ150㎜を標準とする。 

4） 電力低圧管，保安通信管の内径はφ100㎜を標準とする。 

5） 通信管は１管１条方式区間では、ケーブル径に応じてφ75㎜またはφ50

㎜とする。 

6） フリーアクセス管はφ150㎜を標準とする。 

［解説］ 

1） 管路材の内径および管数は、布設する電線類の太さ、管に入る条数を考慮

し、各電線管理者と調整を図り決定するものとする。管に入る電線は、１管

１条を基本とするが、各電線管理者の支障のない範囲において、各電線管理

者毎に１管多条数布設に努めるものとする。ただし、各電線管理者の支障の

ない場合は、複数電線管理者の電線を１管に多条数布設してもよいものとす

る。 

2） 道路管理者は、道路附属物としての電線共同溝の信頼性を確保するため予

備管を設置するが、緊急時の対応目的でφ50mmを２管，事後入溝企業のため

φ75mmを２管の計４管を配置することを標準とする。ただし、別途要因に基

づく検討結果によってはこの限りではない。 

3） 電力の管径はケーブルの種類，径に係わらず、低圧管についてはφ100㎜と

する。保安通信管はφ100㎜を基本とするが、布設するケーブルの種類，径，

条数を勘案し、支障のない範囲でφ75㎜を使用する。 

4） 高圧ケーブルの管はφ150㎜を標準とするが、支障のない場合はφ100㎜を

使用する。 

5） フリーアクセス（単管）方式の管路材の内径はφ150㎜を標準とするが、布

設するケーブルの種類，径，条数を勘案し、支障のない範囲でφ100㎜を使用

する。 
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表4.4.3  ケーブル外径と管路の内径（沖縄電力） 

電圧 ケーブル種類 外径（mm） 必要管内径 

Cu-CVT-NY500□ 110 φ 150mm 
22kv 

Cu-CVT-NY325□ 99 φ 150mm 

Cu-CVT-NY500□ 102 φ 150mm 

Cu-CVT-NY325□ 89 φ 150mm 

Cu-CVT-NY250□ 82 φ 150mm 

Cu-CVT-NY150□ 69 φ 100mm 

Cu-CVT-NY100□ 63 φ 100mm 

Cu-CVT-NY 60□ 56 φ 100mm 

６kv 

Cu-CVT-NY 38□ 51 φ  80mm 

Cu-CVQ-NY250□ 69 φ 100mm 

Cu-CVQ-NY150□ 55 φ 100mm 

Cu-CVQ-NY100□ 48 φ  80mm 

Cu-CVQ-NY 60□ 39 φ  80mm 

Cu-CVQ-NY 38□ 33 φ  80mm 

Cu-CVQ-NY 22□ 29 φ  50mm 

Cu-CVQ-NY 14□ 25 φ  50mm 

600v 

Cu-CVQ-NY  8□ 23 φ  50mm 
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第５章 細部構造 

５－１ 電線引出し部の構造等 

分岐部および接続部の電線引出し部は、原則としてノックアウト方式とし、ノ

ックアウトの位置は棚間隔や引込み管の埋設深さ等を考慮して決定するものと

する。 

［解説］ 

電線引出し部は、無筋コンクリートでノックアウト方式とする。ノックアウト

の位置は、棚の間隔や引込み管の埋設深さ等で決定されるが、開口によっては構

造上の弱点となりやすいので、その周辺には用心鉄筋を配置する必要がある。 
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５－２ 道路横断部の構造等 

（１）道路横断部は、本線部の必要な土被りを確保するものとする。これより

浅い土被りの場合は、必要に応じて対策を講じるものとする。 

（２）電力線を考慮する道路横断用の特殊部の内空長さは、３０００ｍｍを標

準とする。 

（３）道路横断用の特殊部には、ケーブルの曲線半径を確保するため必要に応

じてサイドボックスを設置するものとする。 

［解説］ 

（１） 道路横断部の土被りは、車道の舗装厚に３０ｃｍを加えた値以上を標準とす

る。 

（２） 道路横断部には、道路管理者などの通信管路だけを横断する構造と、電力線

用と通信線用の両者の管路の構造がある。 

（３） 必要な土被りが確保できない箇所の対策の１例として、強度等を考慮した管

材の採用がある。 

（４） 電力線の道路横断用の特殊部に設置するサイドボックスの内空寸法は、幅１

０００ｍｍ×高さ６００ｍｍ×長さ６５０ｍｍを標準とする。 

（５） 通信線のみの道路横断用の特殊部は、通信接続部と同じ長さとする。 

（６）通信線のみの道路横断において特殊部がⅠ型（内空幅１２００ｍｍ）の場

合は、ケーブル半径が確保できることからサイドボックスは設置しないもの

とする。ただし、特殊部がⅡ型（内空幅９５０ｍｍ）の場合は、ケーブル半

径を確保することが困難であることから、ボディ管で横断する場合、幅３５

０ｍｍ×高さ３５０ｍｍ×長さ３００ｍｍの内空寸法を標準としたサイドボ

ックスを設置するものとする。 
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道路横断部の構造例 

平面図 
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５－３ 引込み管 

（１）電力高圧ケーブルの引込み管はφ１３０またはφ１００、低圧ケーブルの

引込み管はφ１００またはφ８０を標準とする。 

（２）通信ケーブルの引込み管はφ７５を標準とし、多条敷設とする。 

（３）引込み管が所定の土被りを確保できない場合は、防護板を設置する等対策

を講じるものとする。 

［解説］ 

（１）電力ケーブルの引込み管は、電力事業者と協議の上決定する。 

（２）小型トラフに収容する通信の引込みケーブルは引込み位置が限定（桝のノック

アウト）されることから、引込み管一管に複数の通信事業者が共有して使用す

ることを原則とする。 

（３）引込み管の土被りは、歩道で舗装厚＋２０ｃｍ、車道で舗装厚＋３０ｃｍとす

るが、土被りが確保できない場合はコンクリート板等により防護を施すものと

する。 

共用ＦＡ管の場合 高低圧分岐枡の場合 
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５－４ 妻壁の構造 

特殊部の妻壁は、管路の配置，施工性を考慮した構造とする。 

［解説］ 

1） 特殊部の妻壁には、管路を取付けるためのダクトスリーブが設置される。ダ

クトスリーブには次のようなものがある。 

①通信管用ダクトスリーブ 

②電力管用ダクトスリーブ（ベルマウス） 

③電力，通信管用自在ダクトスリーブ 

2） 妻壁には、土圧と輪荷重による側圧が作用する。妻壁の設計は、輪荷重の載

荷を考慮した強度を有するものとする。 

3） 妻壁には現場で打設する現場打ち妻壁と工場で製作する工場製品の妻壁があ

る。これらの選定は現場での配管の複雑性，施工性から決まるが、最近ではダ

クトスリーブ取付型の工場製品の採用が一般的となっている。また、妻壁製品

には、レジンコンクリート製など新技術により開発されたリサイクル製品もあ

ることから、経済性を勘案して選定することが望ましい。 

4） ダクトスリーブの間隔が狭いときには、現場打ちコンクリートでは骨材が入

りにくい（骨材の最大寸法の4/3以上を確保できない）場合が考えられる。この

ためには、ダクトスリーブの間隔によっては粗骨材の最大寸法，レジンコンク

リートの採用，その他の対策を別途考慮するものとする。 
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５－５ 基礎の構造 

特殊部の基礎は、以下を標準とする。 

［解説］ 

1） 接続，分岐，地上機器部 

基礎砕石   ｔ＝200mm 

モルタル   ｔ＝ 30mm 

2） マンホール等構造が大規模なもの 

基礎砕石   ｔ＝200mm 

コンクリート ｔ＝100mm 

モルタル   ｔ＝ 30mm 

3) 簡易トラフ，分岐桝 

基礎砕石   ｔ＝100mm 

モルタル   ｔ＝ 30mm 

 

 

図5.5.1 特殊部の基礎 
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５－６ 排水等 

特殊部には必要に応じて排水対策を施すものとする。 

［解説］ 

1)  防水対策は６－７によるものとする。 

2)  地下水位が特殊部底より下にある場合は水抜き穴を開け、自然浸透排水で対応す

る。 

 

3)  地下水位が特殊部底より上にある場合は、作業時、必要に応じてポンプ排水で対

応するものとする。 

1.0% 
10 

水抜き穴φ50(ﾉｯｸｱｳﾄ) 砕石 

1.0% 

80 
※水抜き穴（ノックアウト）

は接地改修を考慮し、２箇

所設けるものとする。 
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５－７ 付属設備 

特殊部での棚の取付けは、ハンガー方式の使用を標準とする。 

 

［解説］ 

電線受棚の取付けにあたっては、複数の電線管理者が棚位置を固定せず使用せざる

を得ない現状に鑑み、棚の取付けを50mm間隔で自由に設置できるハンガー方式を採

用するものとする。 

 

 

図5.7.1 自在型立金物の構造例 
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５－８ 施錠（カギ） 

特殊部には保安上から蓋版とＵ型本体との間に鍵を設置するものとする。 

［解説］ 

特殊部において軽量蓋を設置する場合、保安上から施錠できる構造とする。 

なお、鍵は自治体や事務所，出張所など、道路管理者ごとに管理できるよう必

要に応じて鍵の統一を図る。 
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第７章 施工 

７－１ 事前調査 

電線共同溝の設置にあたっては、工事の着手前には次のような事項を調査し、

工事中に支障が生じないよう留意する。 

①工事の内容       ③沿道の現況       ⑤土質調査 

②現場状況        ④埋設物の調査と確認   

［解説］ 

1） 各調査の内容は以下のとおりであるが、施工箇所の状況により必要な事項に

ついて実施するものとする。 

2） 工事の内容 

①設計内容の確認 

設計書，契約条件等により、工事数量，工事材料，工事期間等について調

査，検討する。 

予期しない事情で、設計どおり施工できないと認められた時は関係者と協

議する。 

②占用照会等の確認 

道路，橋梁，軌道等の公有地の占用協議，公有地の使用確認および他所管

工作物等の保護，移設の照会，立会，要望等の処理状況を調査する。 

③諸手続の確認工事着手前に警察，消防署，関係官庁等の諸手続を確認する。 

3） 現場の状況 

①道路の線形，勾配，構成，道路附属物等を調査し確認する。 

②交通事情 

現地および周辺の交通状況，交通量を調査するとともに、迂回路の設定，

工事時間の調整等の必要性も合わせて調査する。 

③現場環境 

工事現場の環境を把握し、施工にあたっては環境を著しく損なうことのな

いように努める。 

④占用物件の位置の確認 

設計図と現地を対照し、占用位置，地形の条件など測量し、設計図どおり

施工できるか調査確認する。 

⑤関連工事 

他企業の関連工事を調査し、危険を伴う恐れのある競合工事は事前に協議

し、検討を加えておく必要がある。 

⑥産業廃棄物 

現場で発生する産業廃棄物の処理方法，ならびに処理地を明確にしておく

必要がある。 
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4） 沿道の現況 

①家屋の見取図および写真 

必要に応じて工事に起因した補償に備え、家屋の現況を把握するとともに、

地盤高との関係も調査する。 

②営業内容等の把握 

特に商店街にあっては営業内容，営業時間を調査し、施工中の迷惑を最小

限にとどめるよう配慮する必要がある。 

③公共施設 

病院，学校等公共施設にあっては、その内容および通学路等を調査すると

ともに、必要に応じ事前に協議を行ない承認を求める。 

5） 埋設物の調査と確認 

①一般的注意事項 

埋設物は埋設物管理者と事前に打合せを行ない、位置，規格，形状を管理

台帳と対照し確認する。また、緊急時の連絡体制を確立する。 

②試験掘り 

試験掘りは埋設物の状況を勘案の上、手掘りにより埋設物を露出させ、種

類，位置，形状を確認する。 

さらに、掘削溝内の周囲を探針棒で探り近接した埋設物の有無も確認する。

なお、埋設物管理者の立会を求めて実施する。 

③調査の記録 

試験掘りで確認された埋設物は路上に標示するとともに、結果は記録，保

持する。 

④調査結果に対する処理方法 

試験掘りによって事前調査時に発見できなかった地下埋設物が支障となる

ことが判明した場合は、将来計画を勘案の上、地下埋設物の占用位置を調整

するよう埋設物管理者と折衝する。占用位置の変更，ルートの変更を必要と

する場合は、設計部門と打合せの上変更し、関係者に連絡する。 

6） 土質調査 

①一般的事項 

土質の状況を正確に把握しておくことは、施工方法を決定する上に極めて

重要である。また、土質が複雑に変化しているところ（特殊構造物付近）等

においては、さらに別途調査を行なう必要がある。 

②地層構成の状況 

地形，地層構成を把握し、施工に反映する。 

③地質調査 

地質調査内容には、ボーリング，貫入試験，サンプリング，室内試験等が

あるが、物理試験，力学試験が必要となる場合もある。 

④湧水調査 

試験掘りの調査の際に、その箇所の地下水位および湧水量について調査し、

施工に必要な排水ポンプの種類，台数，および土留の設置程度を定める資料

とする。 
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７－２ 施工計画 

７－２－１ 施工計画 

電線共同溝の設置にあたっては、施工に先だち工事の規模，期間，使用材料，

施工方法等について十分検討を行ない、工事の進捗を容易にするとともに、安全

かつ経済的な施工計画を立てるものとする。 

施工計画書に記載する主なものは次のとおりである。 

①工事概要   ⑥主要資材           ⑪環境対策 

②計画工程表  ⑦施工方法（仮設備計画を含む） ⑫現場作業環境の整備 

③現場組織表  ⑧施工管理計画         ⑬再生資源の利用の促進 

④安全管理   ⑨緊急時の体制および対応    ⑭その他 

⑤指定機械   ⑩交通管理            

［解説］ 

1） 工事概要 

工事の概要，場所，期間，主工程等について記述する。 

2） 計画工程表 

工程ごとの数量，部外的条件，施工体制等を勘案し、工事の予定工程を作

成する。 

3） 現場組織表 

工事に携わる者の施工体制と組織等の体制をたてる。また、複数の職種，

班に分業する場合はその都度体制の見直しを行なう。 

4） 安全管理 

工程ごとの安全管理，対策，体制について計画をたてる。 

5） 指定機械 

工事に使用する機械で、設計図書で指定されているものについてのみ記載

する。特に指定がない場合、この項は省略する。 

6） 主要資材 

工事に使用する主な資材名，数量，受払い，品質等の計画をたてる。 

  

7） 施工方法（仮設備計画を含む） 

①施工 

工事の安全を十分考慮して、各工程ごとの施工順序，施工方法を検討し施

工計画をたてる。 

その他、工事に関連して他工事との関係調整，地下埋設物件の対策，官公

庁その他との協議，騒音振動等に関する配慮、地元への周知方法，苦情に対

する措置方法についても必要に応じて記述する。 

②仮設備計画 

設計図書に記載されている設備について、もれなく記述する。 

8） 施工管理計画 

施工に伴う工程，品質，出来高，出来形等の管理計画をたてる。 

9） 緊急時の体制および対応 

緊急事態の発生を想定し、連絡体制，措置，救護体制をたてる。 
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10） 交通管理 

工事中の交通処理，誘導方法，車両管理等の計画をたてる。 

11） 環境対策 

交通の支障となるような行為または公衆に迷惑を及ぼすことのないよう、

また、工事中周辺住民への配慮などの対策について記述する。 

12） 現場作業環境の整備 

現場事務所，作業員宿舎，休憩所および現場周辺等の作業環境の整備につ

いて記述する。 

13） 再生資源の利用の促進 

再生資源の利用について現場からの搬出，搬入について再生資源の利用に

関する法律等に基づき記述する。 

14） その他 

施工計画書に記載するよう設計図書に指定されているものは必ず記述する。 
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７－２－２ 占用企業者との立会調査 

電線共同溝の工事箇所に近接して各種の占用物がある場合は、占用企業者と事

前に協議しておく必要がある。 

［解説］ 

1） 一般的事項 

工事に関係する占用企業者と事前に調整を行ない、占用物の損傷等の防止を

図る。 

2） 予備折衝 

構造物等に近接し施工する場合は、占用企業者と折衝，協議する。また、協

議内容を遵守し施工計画をたてる。 

3） 立会 

工事に関連し占用企業者に立会を求める場合はその目的を明確にし、事前に

十分協議を行なう。 

 

７－２－３ 交通の安全と円滑の確保 

工事にあたっては、安全，円滑な交通確保の観点から現地の状況に見合った表

示施設，防護施設等を設置すると共に、交通混雑の発生をできるだけ少なくする

よう努める 

［解説］ 

1） 工事時間の調整 

工事時間は道路使用許可，交通量，周辺環境を考慮し決定する。 

2） 迂回路の設定 

工事にあたっては、周辺道路の調査を行ない、交通の混雑をできるだけ緩和

するような迂回路等の検討を行なう。 

3） 防護施設 

防護施設は、作業帯の囲障としての目的のみでなく通行者が容易に確認でき、

かつ、交通に支障をきたさないよう配置する。 

4） 交通の誘導 

適切な標識等の設置，誘導員の配置により、安全，円滑に交通を誘導する。 

 

７－２－４ 沿道住民に対する工事の説明 

工事にあたり、予め工事による影響を受ける沿道の住民に対し、工事の内容，

施工順序，施工方法等について十分に説明を行い、理解と協力を得る必要がある。 

［解説］ 

沿道住民からの要望事項等には速やかに対応する。また、連絡先はパンフレット等

で明確にしておくのがよい。  
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７－３ 施工 

７－３－１ 準備工 

電線共同溝の工事着手前には次のような事項を準備しておく必要がある。 

①公有地の占用，私有地の使用承認など着手前の諸手続 

②現地への基点，中心線，高低基準の設置に伴う測量 

③工事用施設の準備 

④工事用電力，給排水の準備 

⑤架空配電線への防護管等の取付 

［解説］ 

1） 着手前の諸手続 

工事の着手前には、公有地の占用，私有地の使用承認，埋設物管理者への届

出，道路使用許可等の諸手続を行ない、書類で許可承認を完了しておく必要が

ある。 

2） 測量 

施工にあたっては、予め設計図により施工の基本となる位置，距離について

確認しておく必要がある。 

3） 工事用施設 

施工にあたって、事務所および倉庫，労務宿舎などの設置範囲，期間を明ら

かにして、関係機関に届出て承認を得ておく必要がある。 

4） 工事用電力，給排水設備 

施工にあたって、現場内に電力，給排水設備を設けて、工事の円滑な施工な

らびに環境の保全を図る。 

5） 架空配電線への防護管等の取付 

施工に必要な重機等と架空配電線との離隔を事前に十分調査するなど、十分

な安全対策が必要である。 
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７－３－２ 仮設工事 

〔１〕土留工 

1） 土留工は土質条件，掘削の規模と施工方法，地下埋設物の有無，沿道の建造

物および築造する躯体の施工方法との関連を考慮して、工程の各段階において

十分安全が保たれるよう施工する。 

2） 土留工法の選択は、掘削深さ，土質，湧水状況などを考慮して行なうものと

する。 

3） 土留工の強度計算は、土留壁に作用する荷重および下部地盤の回り込み（ヒ

ービング）に対して安全であるとともに、掘削期間中支障のない耐力を有する

よう行なう。 

4） 土留工の施工中は常に土留工の点検を行ない、工事の安全を確認する。 

［解説］ 

1） 標準区間の土留工法 

区  分 名 称 構 造 備   考 

標準区間 

一般的な電

線共同溝の

掘削深さ－ 

当矢板工法 

（簡易土留）

木矢板，軽量

鋼 矢 板 等 に

よる土留 

断面性能が小さく、遮水性もあ

まりよくないので小規模な開

削工事に用いられる。 

2） 特殊区間で掘削深さが特に深い場合や軟弱地盤等においては、親杭横矢板工法，

鋼矢板土留工法を検討する。 

3） 強度計算に使用する荷重および許容応力度は、６－１０仮設構造物の設計に準拠

する。 

4） 強度設計については、「トンネル標準示方書（開削編）」，「共同溝設計指針」

に準拠する。 

5） 土留工の撤去は切梁直下まで埋め戻してから行ない、土留の支間長が長くなるこ

とによる土留の変形を防止する必要がある。 

6） 土留工の作業を行なう場合は、事前に埋設管理者と打合せしておく。 

7） 掘削の進行に伴う土圧の増大等により、腹起し，切梁等の局部座屈や、腹起しと

土留，腹起しと切梁の取付部等に異常を生ずることがあるので、日常の点検を行な

う。 
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〔２〕覆工 

1） 路面覆工は掘削箇所を交通に解放するためのものであるから、自動車荷重

に対して十分安全なものとする。 

2） 覆工の設置ならびに撤去作業は交通への支障をできるだけ少なくし、他の

作業の工程などを考慮して行なうものとする。 

3） 覆工および取付部は常に巡視し、異常があれば維持補修を行なう。 

［解説］ 

1） 強度計算の諸条件は、６－１０仮設構造物の設計に準拠する。 

2） 計算手順は「トンネル標準示方書（開削編）」，「共同溝設計指針」に準拠

する。 

3） 覆工板は、鋼製，鋳鉄製またはコンクリート製のものを使用し、十分な剛性，

表面摩擦，安全性，耐久性を有するものとする。 

4） 道路の縦断勾配が急な場合、覆工桁に転倒防止工を施工させなくてはならな

い。 

5） 交差点の覆工板は横ずれが生じないように特に留意する必要がある。 

6） 覆工の作業を行なう場合は、事前に埋設管理者と打合せしておく。 
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７－３－３ 本工事 

〔１〕掘削 

1） 掘削の施工は、土質，周辺の埋設物や構造物の状況，道路交通状況等を考

慮した掘削作業方法で行なう。 

2） 掘削時の排水は、一般的に釜場揚水等により行なう。 

3） 掘削作業中は常に土留工，掘削面，土留背面等の異常の有無について点検

しておく必要がある。 

［解説］ 

1） 掘削の施工は施工計画等に基づいて施工するが、その施工にあたっては掘削

の規模，全体工程，地盤条件（土質，地下水），土留工，覆工の設置状況，掘

削内外埋設物，掘削背面の構造物および周囲の環境を十分調査，考慮して施工

する。 

2） 掘削作業中は、周囲の地盤の緩み，沈下について常に監視し、異常が認めら

れた場合は直ちに掘削作業を中止し、近接する埋設物管理者，道路管理者等へ

連絡するほか、事故防止のために必要な措置を講ずる。 

3） 現場には歩行者の転落防止措置をするとともに、夜間の安全を確保するため

定められた夜間照明，注意灯を施し、歩行者の安全を図る。 

4） 排水する水は、必要により土砂ろ過施設等を経て下水道，河川等の管理者の

許可を得た所定の施設に放流することとし、路面等に直接放流しない。 

5） 施工にあたり、路面の不陸等による雨水等の排水不良が生じないよう、常に

良好な状態にする。特に歩道については、歩行者が通行できるようにする。 

6） 掘削箇所の保安施設が、一般の交通または歩行者に対し整備されているかを

点検する。 

7） 土留板および支保工などに変形，緩みなどが生じていないかを点検する。 

8） 埋設物の防護措置が適切かどうか点検する。 
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〔２〕基礎工 

1） 掘削完了後、速やかに基礎を施工する。 

一般的には直接基礎を用いる。 

2） 基礎底面は基礎コンクリート施工の際、地盤が荒らされないよう、また、

荷重が均等に分布するよう施工する。 

［解説］ 

1） 掘削完了時において掘削深度が最も深くなるため、最も危険な状態といえる。

従って、掘削が完了したら速やかに基礎工を施し、危険を防止する必要がある。 

2） 管路部においては、特殊地盤（例えば軟弱地盤）以外では原則として基礎は

設けない。ただし、多孔管などを用いる場合は直接基礎を用いる。 

3） 特殊部においては、一般的に直接基礎が用いられるが、軟弱地盤および地盤

の急変箇所等においては杭基礎を用いることもある。特殊部は一般に土被りが

浅く、不等沈下を起こした場合直ちに路面への影響も生じるので、基礎工につ

いては特に留意して施工する。 

4） 敷砂利を十分締固め平坦に仕上げた後、所要厚の捨コンクリートを打設する。

捨コンクリートの頂面は以後の本体築造の基準となるので、平面，縦断線形に

留意して平滑に仕上げる必要がある。 
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〔３〕構築 

1） 管路部に単管を用いる場合は、スペーサー等を用いて布設間隔が均一とな

るよう施工する。 

2） 管路部に多孔管を用いる場合は、隣接する各ブロックに目違いが生じない

よう、かつ、上下，左右の接合が滑らかになるよう施工する。 

3） Ｕ形構造物，蓋掛暗渠の工場製品による施工は、隣接する各ブロックに目

違いによる段差，蛇行が生じないよう布設し、ブロック接続部には必要に応

じ防水目地を施工する。 

4） 現場打ちコンクリートにより施工する躯体は、設計図書その他関係図書に

基づき品質，寸法，精度に留意して施工する。 

5） 特殊部および断面変化部などへの管路材取付は、管路材相互の所定の間隔

を保ち管路材の切口が同一垂直面になるよう取り揃えて、管口および管路材

内部は電線引込み時に電線を傷つけないよう平滑に仕上げる必要がある。 

［解説］ 

1） 管路材布設後の埋戻しまたは防護コンクリートの施工の際に、管路材の安定

を保ち施工を容易にし、また、管路材に部分的な荷重が集中することを避ける

ためにスペーサー等を用いて、管路材相互の上下，左右の所定の間隔を保って

正しく配列し、布設する。 

2） 埋設後または防護コンクリート打設後に、管路材の線形ならびに管路材接続

の不備および管路材内部に土砂等の残留があった場合、機能上支障が発生し手

直しが容易でないので、管路材の布設が完了したら防護コンクリート等打設前

後に適正なボビン（管路導通試験棒）ならびに清掃器具を用いて管路材の通過

の状況を点検する必要がある。 

3） 防水目地の施工は、目地部に空隙が生じないよう十分シーリング材を充填す

る。アスファルト系目地材を使用する場合には、目地部の水分を完全に除去し

てから充填する。 

4） 現場打ちコンクリートによる構造物の施工時には、鉄筋組立，型枠支保工，

コンクリートの運搬・打設および養生等について設計図書および「コンクリー

ト標準示方書」等に基づき、内空寸法はもちろん部材厚についても計算厚を確

認し、強度的にも十分機能を果たせるものであり、コンクリート打継などから

湧水が生じないよう慎重に施工する。 

5） 管口は電線引込み時に支障のないよう管路材相互は上下，左右に所定の間隔

を保ち、管口が同一垂直面となるよう取り揃える。 

6） 管口は電線引込み時、電線に傷がつかないよう各管口をモルタルまたはプラ

スチック製品等を用いてラッパ状に平滑に仕上げる。 
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〔４〕埋戻し 

1） 埋戻しは、路面復旧後の圧密沈下を起こさないよう良質な土砂を用いて十

分締固めを行なう。 

2） 埋戻しに先立ち、本体構造物，既設埋設物および埋設物防護等の異常の有

無を点検，確認し、万一異常を発見した場合には速やかに手直しを行い、し

かる後埋戻しを行なうものとする。 

［解説］ 

1） 埋戻し後，埋戻し材不良，締固め不充分等の原因で路面に不陸が生じたり、

埋戻し後周辺の埋設物および建造物に悪影響を与えないよう埋戻し材の品質

を確かめ、電線共同溝および埋設物に損傷または偏圧を与えないよう、現場

状況に適した埋戻し，締固め方法を用いて入念に施工する。特に、車道部等

においては周辺の路床および路盤と同等以上の品質を保つような埋戻し材料

および施工法を用いる。 

 

  

2） 埋戻し完了後、仮に電線共同溝構造物に構造上の欠陥があった場合、手直

しなど大きな手戻りが生じる。また、既設埋設物の防護不備などによりこれ

ら埋設物に機能上影響を与えると、場合によっては大きな災害につながるこ

ともあるので、埋戻し前の点検は極めて重要なことであり、入念に行なうこ

とが必要である。 

点検の結果異常が認められたら、直ちに手直しを行なった後、埋戻しを行

うものとする。 
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〔５〕路面復旧 

1） 埋戻し完了後、道路交通に支障を与えないよう、現場の状況に合わせて速

やかに仮舗装を行なうものとする。 

2） 本復旧は、路床および路盤の安定を確認した後、施工するものとする。 

［解説］ 

1） 路面復旧は埋戻しが完了した箇所から随時実施することが望ましいが、電

線共同溝工事のような場合復旧箇所の幅が狭く長い区間に渡っているので、

直ちに本復旧することは困難なことが多い。したがって本復旧までの間、交

通に支障とならないように必要に応じて仮復旧を行なう。 

2） 仮舗装の舗装厚は、地域の交通量や重車両の割合，本復旧を実施するまで

の期間などを勘案して決める必要がある。 

3） 埋戻しの際に十分締固めを行なったつもりでも、電線共同溝の構造または

他の埋設物件等が輻輳している箇所においては締固めの不均一を生じ、交通

開放後に路面沈下が生じることがあるので、一旦仮舗装を行なって自然転圧

を待つ。 

4） 本復旧は、舗装後路面沈下により不陸が生じないよう、埋戻し箇所および

その周辺の影響範囲の路床および路盤の安定を確認して、復旧幅を決定し施

工する。 
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７－３－４ 埋設物の防護および復旧 

〔１〕埋設物の仮防護 

掘削に伴い露出した埋設物は当該埋設物管理者と協議の上、仮受防護または

補強措置等を施工し、埋戻しが完了するまでの間安全な維持管理をする必要が

ある。 

［解説］ 

1） 吊防護用の桁は、原則として専用桁を使用する。ただし、覆工桁に吊って

も埋設物の機能を損なうおそれがない場合は、埋設物管理者と協議の上覆工

桁から吊ることができる。 

2） 吊防護は埋設物の機能および構造に支障をきたさないよう、時期を失せず

施工する。 

3） 吊支持具には緩みを修正するためのターンバックル類を取付け、各吊支持

具に力が常に均等にかかるよう調整する。 

4） 吊防護が不適当な場合は、受桁等により仮受防護を施さなければならない。

仮受防護の支持杭および受桁は原則として専用とする。特に支障のない場合

は、復旧時の本受け防護を兼ねることができる。 

5） 埋設物には必要に応じて内圧や温度変化等に対する伸縮継手または固定装

置，抜出し防護装置，横振れ防止装置等の補強装置を施す必要がある。 

 

  

図6.3.1 露出させる場合の例 

 



 

-158-  

〔２〕埋設物の本防護 

1） 電線共同溝本体が完成した後、埋戻しに先だって埋設物管理者との協議に

基づき本受け防護を施工する。 

2） 事前に仮移設した埋設物は、埋設物管理者等と協議の上復元する。 

［解説］ 

1） 本受け防護の施工は、埋設物に悪影響を与えぬよう安全に施工する。また、

埋戻しにあたっては、埋設物および防護施設に損傷を与えないよう入念に行

なう。 

2） 本受け防護の施工にあたっては、予め定められた立会方式に基づき埋設物

管理者の確認を受ける。 

3） 吊材等の撤去は、原則として埋め戻しが埋設物の下端付近まで完了したの

ち埋設物と受台との関係を確認し、埋設物に移動のおそれがなくなった時点

で行なう。また、吊材等は埋設物を損傷しないよう完全に撤去する。 

4） 埋設物が輻輳し協議どおり本防護できない場合は、事前に関係者と十分調

整を行ない、適切な処理を行なう。 

5） 復旧にあたっては埋設物管理者と協議の上、必要に応じ覆装検査，導通（通

管）試験，絶縁試験等を実施し、安全確認をとる。 

6） 仮移設の埋設物は維持管理上支障のないよう埋設物管理者および道路管理

者と協議の上、埋戻しおよび路面覆工撤去等の本工事を遅延させないよう復

元する。 
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〔３〕埋設物の点検 

工事中は、埋設物が正常な状態を保つように常時維持点検を行なう。 

［解説］ 

1） 点検は本体掘削内ばかりではなく、掘削外の影響範囲についても行ない、

点検項目，点検方法等については事前に埋設物管理者と協議し、それに基づ

き実施する。点検の結果、埋設物に異常を発見した場合またはそのおそれが

あると判断される場合は、直ちに埋設物管理者と協議して追加措置等を講じ

る。また、非常時の緊急資材の確保ならびに緊急体制も事前に定めておくと

ともに、関係者に徹底させておく必要がある。 

2） 点検は次の点に留意する必要がある。 

①掘削内の点検 

ａ．埋設物各部の状況 

漏えいの有無，継手部，曲管部等の抜出しの有無および管体の損傷の

有無等 

ｂ．吊防護および仮受防護の状況 

吊支持具の緩み，変形，腐食の有無，受桁の変形等の有無等 

ｃ．補強措置の状況 

補強部材の変形の有無，ボルトの緩みの有無等 

ｄ．本受け防護の状況 

受支持具の傾き，損傷の有無，受台と管との遊間の有無等 

②掘削外の点検 

ａ．路面の変動状況 

路面の沈下，損傷等の有無 

ｂ．重要な埋設物の沈下状況 

沈下等挙動の有無 

ｃ．土留面付近の状況 

埋設物の亀裂，漏水等の有無，継手部の変形の有無  
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７－４ 施工管理 

７－４－１ 出来形管理 

出来形管理は、設計値と実測値を対比して記録した出来形図または出来形表を作

成して管理を行なうものとする。 

［解説］ 

1） 出来形管理は、国土交通省等で定める管理基準に準拠するが、工事の種類，

規模，施工条件等により、特に必要があれば管理の項目，方法，測定基準等を

監督員と協議の上、変更することができる。 

2） 管理図表は構造物の種類，工事の規模，管理項目を検討の上、適正な方法を

選定する。 

 

７－４－２ 品質管理 

1） 管路材は、４－４－１管路材の仕様に沿って品質管理する。 

2） 管路部等に使用する継手材料は、地盤等の条件に応じ適切に品質管理する。 

3） 特殊部材料は重要度に応じて品質管理を行なうものとする。 

4） 管路部は所要の導通性，止水性を保持するよう随時品質管理を行なうもの

とする。 

［解説］ 

1） 管路材の品質は継手部を含め、４－４－１管路材の仕様の規定に従って管理

を行なう。 

2） 特殊部の材料は鉄筋，コンクリートが主体であるので、その品質規格等は「コ

ンクリート標準示方書」に準拠するものとし、その他の材料については日本工

業規格に準拠するものとする。 

3） 管路部の導通性は、電線を布設撤去する場合の最も重要な条件であり、施工

段階および完成時において随時品質を確認しておくことが必要である。 

4） 管路材接続部の止水性は、電線等の長期信頼性確保に重要な条件であり、施

工段階および完成時において随時品質を確保しておくことが必要である。 
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以下に導通性試験の例を示す 

①電力管路の通過試験はφ１２０ｍｍ、長さ５００ｍｍの通過試験器が通過するこ

とを確認しなければならない。（管内径１３０ｍｍ、曲線半径Ｒ＝５．００ｍの

場合） 

電力通過試験器の概要は下図の通り。 

電力用通過試験器の形状 

 

電力管路通過試験器（ボビン）の寸法 

試験器径（ｍｍ） 曲げ半径 

（ｍ） φ100用 φ130用 φ150用 

試験器の長さ

Ｌ(mm) 

 ５  400 

１０  600 

１５  800 

２０  900 

２５ 1000 

３０ 1100 

３５ 1200 

直線部 

90 120 140 

1200 
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②呼び径φ７５の通信管路の通過試験はφ７３ｍｍ、長さ３００ｍｍの通過試験

器が通過することを確認しなければならない。通信通過試験器の概要は下図の

通り。 

 

通信用通過試験器の形状 

 

通信管路通過試験器（マンドレル）の寸法 

試験器径Ｄ(ｍｍ) 
曲げ半径 

φ75用 

試験器の長さ 

Ｌ(ｍｍ) 

 ５ ７３ ３００ 

１０ ７３ ６００ 

 

③呼び径φ１５０（管内径１５０ｍｍ）の通信管路の通過試験は最小外周長４２

ｃｍ以上のウエスを４０ｃｍの間隔で２ヵ所取付けたものが通過することを

確認しなければならない。なお、呼び径φ１００（管内径１００ｍｍ）の電力

保安通信管等の通過試験は通過試験器の仕様がないため、電力管路通過試験器

（ボビン）を準用しても良いものとする。通過試験器の概要は下図の通り。 

 

通信用φ１５０管の通過試験器の形状（参考図） 
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④さや管の通過試験はケーブルテストピース（長さ５ｍ以上）により行うものと

する。 

ケーブルテストピースの外径 

さや管径（ｍｍ）  

φ３０ φ３５ φ５０ 

テストピース外径［ｍｍ］ 20以上 23以上 33以上 

 

ケーブルテストピースの形状（参考図） 
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７－４－３ 工程管理 

電線共同溝の施工は、その日の内に施工を終了し開放しなければならないこと

が多いので、工程管理は日々行なうのがよい。 

［解説］ 

次々と仕事を配分指示して行くためには、日々管理および週管理で円滑に工程

管理を行なうことが必要である。 

1） 日々管理についてはトンネル工事や舗装修繕工事等に行なわれているようにサイ

クルタイム表を作成して管理するのがよい。 

日々管理の重要項目 

①労務管理 日々の作業量に対する効果的人員数 

②機械管理 施工に適した配置能力を考える 

③資材管理 工事に支障のない必要時間内の搬入 

2） 週管理 

週管理の重要項目 

①作業量の管理 

②工程進捗と計画とのずれ 

③機械，労力，資材量の管理 
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７－４－４ 安全管理 

電線共同溝は一般的に市街地の歩道等に設置されるので、工事にあたっては、

道路交通に支障を及ぼす可能性が大きいため、作業帯内の安全確保および第三者

に対する安全確保に努める。 

［解説］ 

安全，円滑な交通の確保は重要なことであり、工事によって交通に与える影響

をできるだけ小さくすることが必要であるが、工事期間中は日々管理として始業

時，施工時，施工完了時の安全管理が必要である。 

  

1） 始業時 

①第三者に対する事項 

ａ．車両通行帯の確保 

ｂ．歩行者通行帯の確保 

ｃ．標識および防護柵の適切な配置 

②作業帯内に対する事項 

ａ．安全な作業帯の確保 

ｂ．標識および防護柵の適切な配置 

ｃ．作業者（クレーン車等）の吊金具の安全の確認 

ｄ．使用機械の安全点検 

2） 施工時 

①第三者に対する事項 

ａ．誘導員による適切な交通の誘導 

ｂ．作業車両および材料運搬車の出入口の交通事故防止に対する適切な指示 

ｃ．架空線の安全確認 

ｄ．作業者（クレーン車等）による電線共同溝本体吊上げ時の落下防止 

ｅ．騒音防止対策の注意，その他工事公害防止 

②施工範囲内に対する事項 

ａ．既設地下埋設管の保護および防護の点検 

ｂ．作業者の安全確保 

ｃ．施工材料の積卸し積込み時の安全確認 

ｄ．作業帯の安全点検および巡回 

ｅ．搬出入口の交通事故防止 

3） 施工完了時 

①第三者に対する事項 

ａ．覆工板のがたつきの点検 

ｂ．電線共同溝本体と既設舗装面との隙間がないかの安全確認 

ｃ．工事に伴う標識および防護柵の完全な撤去の確認 

ｄ．作業範囲全体の清掃の確認 

ｅ．車道部の仮復旧（舗装復旧，路面標示）の確認 
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７－４－５ 工事写真 

工事写真は施工管理の手段として、各工事の施工段階および工事完成後目視で

きない箇所の施工状況，出来形寸法，品質管理状況，工事中の災害写真等を撮影

し、整理しておくものとする。 

［解説］ 

1） 出来形写真は、帯広テープ，スタフ等を正確にあて、目盛判読が可能なよう

に撮影する。 

2） 撮影箇所には撮影年月日，測点番号，工種，設計，略図，寸法等を記入した

小黒板を置き、撮影する物体とともに撮影する。 

 

７－４－６ 工事竣工図および記録 

工事が完了したとき竣工出来形測量を行ない、測量成果に基づいて工事竣工原

図を作成するものとする。 

また、工事完了後、原則として工事記録を作成する。 

［解説］ 

1） 工事完成後、工事出来形図（平面図，断面図）を作成する。この場合、工事

に伴って移設された埋設物の位置は後日のため確実に記録し、道路管理者に

提出する。なお、占用企業者にも参考のために提出するのがよい。 

2） 工事完了後、電線共同溝工事の性格上、施工記録を必要に応じ作成する。 
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第８章 維持管理 

８－１ 維持管理の一般的事項 

 

電線共同溝は一般的に歩道等に設置されるものであり、公衆の安全はもとより電

線共同溝および電線共同溝に布設する電力線，通信線等の収容物件（以下収容物件

という）の機能を確保するとともに、防災上の観点からも安全を保持し、円滑な管

理運営を図るものとする。 

 

［解説］ 

電線共同溝は、一般的に市街地の歩道等に設置されることから、歩行者や沿道住民

の安全に配慮し、かつ、電線共同溝内の収容物件も良好な状態で機能するよう保守を

することが必要である。また、防災上の観点からも電線共同溝の管理者および電線共

同溝の占用企業者は必要な措置を講ずるとともに規定等を設けて、円滑な管理運営を

図れるよう努めるものとする。 

 

 

８－２ 管理規定 

 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理運営する上で必要な事

項について、管理規定等を作成するものとする。 

 

［解説］ 

1） 電線共同溝の管理者は、占用企業者と協議のうえ管理規定等を作成するものとす

る。 

2） 管理上必要な事項は以下のとおりである。 

①構造物の保全に関する事項 

②構造物の改築，補修に関する事項 

③収容物件の管理に関する事項 

④収容物件の布設計画に関する事項 

⑤収容物件布設時の立会等に関する事項 

⑥保安，防災に関する事項 

⑦入溝の手続に関する事項 

⑧管理費用の負担に関する事項 

⑨その他電線共同溝の管理に必要な事項 
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８－３ 管理区分 

 

電線共同溝の管理にあたっては、予め管理区分を明確にしておくものとする。 

 

［解説］ 

電線共同溝の管理区分は、管理規定等で明確にしておくものとするが、一般的には

次のような管理区分が考えられる。 

①電線共同溝の管理者 

②電線共同溝の占用企業者 

なお、電線共同溝の管理者および占用企業者の相互に関係する電線受棚の設備は、

各々が協議して管理区分を定める。 

 

 

８－４ 台帳等の整備 

 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝の円滑な維持管理および運営を行なうため、

管理台帳を整備しておくものとする。 

 

［解説］ 

1） 電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体，附属設備，各種収容物件の現況把握，

布設計画および緊急時の措置に資するため、管理台帳を整備しておくことが必要で

ある。 

2） 管理台帳に記載する主な項目としては 

①電線共同溝本体の構造および附属設備 

②電線の布設状況ならびに布設計画条数 

③電線の種類，布設年月日 

④占用企業者名，連絡先 

⑤その他の必要事項 

等がある。 

 

 

８－５ 災害の防止 

 

電線共同溝の管理者ならびに電線共同溝占用企業者は、電線共同溝の構造，収容

物件，収容状況等を熟知して、災害の防止に努めるものとする。 

［解説］ 

1） 電線共同溝には、同一空間に多数の電線が収容されているため、電線に必要事項

（占用者名，電圧等）を明示する等して、相互の災害防止に努めるものとする。 

2） 電線共同溝の占用企業者は、電線布設，点検，補修等で入溝する場合には、防災

上の配慮から電線共同溝の管理者に手続を行なうほかに、必要に応じて立会等を行

なうものとする。 
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８－６ 巡回点検 

 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体および収容物件の機能が維持されるよう

巡回点検を行なうものとする。 

なお、電線共同溝の占用企業者においても必要に応じて点検等を行なうものとす

る。 

 

［解説］ 

1） 電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体および附属設備が正常に機能し、維持さ

れているかを巡回等により点検することが必要である。なお、歩行者の通行に支障

がないか、また、歩道等表面（蓋）の段差，路面の損傷，排水等についても注意す

る必要がある。 

2） 電線共同溝の占用企業者においても、電線の状況等について必要に応じて点検等

を行うものとする。 

 

 

８－７ 清掃 

 

電線共同溝の管理者は、清掃等により電線共同溝本体および収容物件の機能維持

に努めるものとする。 

 

［解説］ 

1） 電線共同溝の管理者は、電線共同溝内部に泥土，塵埃等が溜まった場合はこれら

を清掃して、電線共同溝本体の構造保全と収容物件の機能が損なわれないよう留意

するものとする。 

2） 工事等で電線共同溝に入溝した占用企業者は、終了時に清掃等をし、工事材料等

を残置しないよう留意するものとする。 

 

  

８－８ 緊急時の措置 

 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝本体または収容物件に異常を生じた場合等緊

急時に備えて、予め通報および復旧体制等を確立しておくものとする。 

 

［解説］ 

洪水，地震時の自然現象や、交通事故，災害等によって電線共同溝本体または収容

物件に異常が生じた場合には、緊急時の措置を講ずる必要があるため、これらの通報，

連絡系統，措置方法等について、予め必要事項を決めておく必要がある。 
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８－９ 電線共同溝の補修等 

 

電線共同溝本体および附属設備等に補修が必要となった場合は、管理区分に従っ

てそれぞれの管理者が補修を行なうものとする。 

 

［解説］ 

補修の作業等に際しては、収容物件に影響を及ぼすことも考えられるので、保安上

の配慮からその方法については、必要に応じて協議等を行なうものとする。 

 

 

８－１０ 入溝等の手続 

 

電線共同溝の管理者は、電線共同溝の補修，電線の布設等の工事等にあたり、入

溝の場合の手続について明確にしておくものとする。 

 

［解説］ 

1） 入溝の目的，作業の内容，交通処理等を明らかにすることは、電線共同溝の保全，

防犯，防災上からも重要である。 

2） 電線共同溝の占用企業者は、管理規定等に定められた事項に従い、電線共同溝の

管理者に対して手続等を行なうものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

１．電力Ⅱ型内空寸法の内訳                        P.1 

(1) 沖縄電力接続部内空寸法 

(2) 沖縄電力地上機器部内空寸法 

 

２．簡易な方式（ソフト地中化）について           P.4  

      ※実施例 

 

３．参考図集                                   P.10 

(1) 小型トラフ 

(2) 通信接続桝 

(3) 横断桝 

(4) 難燃FEP 

(5) 可とう強化硬質ビニル管 

(6) 柱  体※構造計算書添付 

(7) 柱体基礎※構造計算書添付 

 

４．合成樹脂製多孔管参考資料                      P.36 

 

５．電線共同溝マニュアル Q&A                   P.42 

 

６．沖縄地区舗装材比較                         P.44 
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１．電力Ⅱ型内空寸法の内訳 

（１）沖縄電力接続部内空寸法 

①接続部寸法（例 ＣＶＴ３２５） 

 

 幅 高さ 長さ［ブロック割］ 

接 続 部 900 1100 3400［1600＋1800］ 

 

 

②必要長さ 

接 続 部 

 

 

 

 

 

 

 CVT500 CVT325 CVT250 CVT150 CVT100 CVT60 

Ａ 1,300 1,300 1,050 1,050 1,050 950

Ｃ 943 874 835 757 717 669

Ｄ 100 100 100 100 100 100

Ｚ 300 300 300 300 300 300

Ｒ 816 712 656 552 504 448

Ｌ 3,386 3,248 2,920 2,764 2,684 2,488

 

 

 

 

 

接続

Ｄ Ｃ Ａ

Ｌ

Ｃ Ｄ

↑
↓
Ｎ

ケーブル 
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２．簡易な方式について 

 

需要の不安定な地域において、将来の需要の変動に対応するため、民地内等

への引込み部分を架空で配線する。 

 

[解説] 

(1) 簡易な方式の特徴は、将来の需要の変動に対応することのみでなく、機器を

柱に設置できることであり（すべての機器を柱に設置するものではなく、一部

の大きな機器は歩道等に設置することとなる。ただし、地域によってはすべて

の機器を柱に設置する場合もある）、狭幅員歩道等の区間に活用する。また、

既設アンテナ等の占用物について他の施設への移設が困難な場合は、簡易な方

式で利用する柱への占用を考慮する。 

(2) 簡易な方式で利用する柱として、車道用照明柱をあげることができるが、車

道用照明柱からの配線ですべての需要家への供給が困難な場合も考えられ、防

犯灯による補完や需要家が連坦する場合のアーケードおよび軒下を利用した配

線等、現地における工夫が望まれる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道用照明柱を利用した簡易な方式 

簡易な方式の例 その１ 
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防犯灯を利用した簡易な方式 

簡易な方式の例 その２ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーケードを利用した簡易な方式 

簡易な方式の例 その３ 
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４．合成樹脂製多孔管参考資料 

 （１）イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）口径別寸法表 
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（３）価格表 
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（４）施工写真集 

 



 

   -   39 -  

 



 

   -   40 -  

 



 

   -   41 -  

 

 



電線共同溝マニュアル  Ｑ＆Ａ 

 
【Ｑ１】 

「割管方式」は削除要請となっていたが、削除されず明記された理由は？ 

 

【Ａ１】 

現在、「割管方式」は使用していませんが、今後発生する可能性があります。マニュア

ルとして削除するのは時期尚早と考えて現行どおりとします。 

 

【Ｑ２】 

「ユニット式多孔管」は、現在 1 社しか製作しておらず 1 社独占になる恐れがあり、

公共事業としては採用が厳しいと思われます。また、コストの比較をご提示下さい。 

 

【Ａ２】 

マニュアル（案）は、「トラフ方式」を標準型とします。参考資料に「ユニット式多孔

管」を製品名称ではなく「合成樹脂多孔管」とします。費用は建設物価の参考値を掲

載します。 

 

【Ｑ３】 

用途別平面線形曲線半径の中で、ユニット式多孔管の最小曲線半径が 20ｍ以上（従来

型では 5ｍ以上）となっており支障埋設物があった場合には、施工性が悪いと思われ

ます。 

 

【Ａ３】 

ユニット式多孔管だけでなくトラフ方式も同様ですが、曲部の二次製品がありません。

よって、標準を採用するのであれば最小曲線半径は２０ｍは必要となります。曲部は

現行方式を採用するなどの工夫が必要です。 

 

【Ｑ４】 

共用 FA 管の土被りは、60ｃｍ以上（歩道）とありますが、車道部については、明記さ

れていません。管路方式の「路面から舗装厚さに 30ｃｍを加えた値以上」でよいので

しょうか。 

 

【Ａ４】 

管路方式の「路面から舗装厚さに 30ｃｍを加えた値以上」に準拠します。 
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【Ｑ５】 

[解説]（1）で「非常時や大幅な改修時に備え全面開放できる構造とする」とあります

が、九州版の通信特殊部（基点、横断）は基本的構造がボックスタイプとなっている

ため、電力の特殊部としてよいと思われる。 

 

【Ａ５】 

当マニュアルは、Ⅱ型通信特殊部とします。全面開放とします。 

 

【Ｑ６】 

特殊部の接地工事が新たに追加されていますが、今までは電線管理者が設置しており、

今回のマニュアルに明記する理由を明確にし、関係者との協議が必要と思われます。

又、電線共同溝工事で設置するならどのような方法なのか概略図等でご示してほしい。 

 

【Ａ６】 

特殊部の接地工事に関しては、今後は道路管理者と電線管理者の協議により実施する

こととなったため、今回のマニュアルに記載しました。 

現行の沖縄版マニュアルにおいては、「接地改修を考慮して水抜き穴（ノックアウト）

を２箇所設けるものとする」とあります。接地工事の際の再掘削は考慮しません。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【Ｑ７】 

新マニュアルに対応した積算基準書（歩掛）の作成（修正）をお願いします。 

  

【Ａ５】 

積算基準書（歩掛）は、電力系において地域別に異なることから、全国での統一され

たものはありません。作成に際しては建設情勢調査等が必要になります。当マニュア

ル（案）とは別途検討を進めて行く方針です。 

 

以上 

1.0% 
10 

水抜き穴φ50(ﾉｯｸｱｳﾄ) 砕石 

1.0% 

80 
※水抜き穴（ノックアウト）

は接地改修を考慮し、２箇

所設けるものとする。 
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あ
り
。

不 透 水 性 透 水 性
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